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第２９回あわら市議会定例会議事日程 
 

第 １ 日 
平成２０年２月２９日（金） 

午前９時３０分開議 
 
１．開会の宣告 
１．市長招集あいさつ 
１．開議の宣告 
１．諸般の報告 
１．行政報告 
 
日程第 １ 会議録署名議員の指名 
日程第 ２ 会期の決定 
日程第 ３ 議案第 ７号 平成１９年度あわら市一般会計補正予算（第７号） 
日程第 ４ 議案第 ８号 平成１９年度あわら市国民健康保険特別会計補正予算 

（第４号） 
日程第 ５ 議案第 ９号 平成１９年度あわら市老人保健特別会計補正予算 

（第４号） 
日程第 ６ 議案第１０号 平成１９年度あわら市金津雲雀ケ丘寮特別会計補正予算 

（第３号） 
日程第 ７ 議案第１１号 平成１９年度あわら市農業集落排水事業特別会計補正予

算（第３号） 
日程第 ８ 議案第１２号 平成１９年度あわら市モーターボート競走特別会計補正

予算（第２号） 
日程第 ９ 議案第１３号 平成１９年度あわら市公共下水道事業会計補正予算 

（第３号） 
日程第１０ 議案第１４号 平成１９年度あわら市水道事業会計補正予算（第４号） 
日程第１１ 議案第１５号 平成１９年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計補正予

算（第２号） 
日程第１２ 議案第１６号 平成２０年度あわら市一般会計予算 
日程第１３ 議案第１７号 平成２０年度あわら市国民健康保険特別会計予算 
日程第１４ 議案第１８号 平成２０年度あわら市老人保健特別会計予算 
日程第１５ 議案第１９号 平成２０年度あわら市後期高齢者医療特別会計予算 
日程第１６ 議案第２０号 平成２０年度あわら市金津雲雀ケ丘寮特別会計予算 
日程第１７ 議案第２１号 平成２０年度あわら市農業集落排水事業特別会計予算 
日程第１８ 議案第２２号 平成２０年度あわら市産業団地整備事業特別会計予算 
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日程第１９ 議案第２３号 平成２０年度あわら市モーターボート競走特別会計予算 
日程第２０ 議案第２４号 平成２０年度あわら市公共下水道事業会計予算 
日程第２１ 議案第２５号 平成２０年度あわら市水道事業会計予算 
日程第２２ 議案第２６号 平成２０年度あわら市工業用水道事業会計予算 
日程第２３ 議案第２７号 平成２０年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計予算 
日程第２４ 議案第２８号 ふるさとあわらサポート条例の制定について 
日程第２５ 議案第２９号 あわら市後期高齢者医療に関する条例の制定について 
日程第２６ 議案第３０号 あわら市行政組織条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 
日程第２７ 議案第３１号 あわら市防犯隊設置条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 
日程第２８ 議案第３２号 あわら市特別会計条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 
日程第２９ 議案第３３号 あわら市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制

定について 
日程第３０ 議案第３４号 あわら市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定

について 
日程第３１ 議案第３５号 あわら市学校体育館の開放に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 
日程第３２ 議案第３６号 芦原温泉上水道財産区水道事業給水条例の一部を改正す

る条例の制定について 
日程第３３ 議案第３７号 福井県自治会館組合規約の変更について 
日程第３４ 議案第３８号 福井県後期高齢者医療広域連合規約の変更について 
日程第３５ 議案第３９号 あわら市公平委員会委員の選任について 
日程第３６ 議案第４０号 あわら市公平委員会委員の選任について 
日程第３７ 議案第４１号 あわら市公平委員会委員の選任について 
日程第３８ 議案第４２号 人権擁護委員の候補者の推薦について 
日程第３９ 請願第 １号 後期高齢者医療制度に関する請願 
日程第４０ 請願第 ２号 米価の安定と生産調整に関する請願 

 
（散  会） 
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◎議長開会宣告 

○議長（東川継央君） ただ今から、第２９回あわら市議会定例会を開会いたします。 

（午前 9時 30 分） 

 

◎市長招集挨拶 

○議長（東川継央君） 開会にあたり、市長より招集のごあいさつがございます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 第２９回あわら市議会定例会の開会にあたり、一言ご挨拶を申

し上げます。 
３月を明日に控え、長かった冬もようやく終わりを告げようとしておりますが、 
議員各位には、ご健勝にてお過ごしのこと、心よりお慶び申し上げます。 

先の市議会臨時会では、議員各位のご英断により、２中学校の存続をお認めいた

だきましたことに、改めまして、厚くお礼を申し上げます。 
まずは、芦原中学校の耐震診断を行い、その結果につきましては、一日も早く議

会にお示しいたしたいと思います。 
また、その他、諸問題につきましても解決あるいは実現に向け、全力を傾注する

所存でございますので、議員各位のさらなるご理解とお力添えをお願いする次第で

あります。 
さて、あわら市誕生から丸４年が経過いたします。当時、３,１３５であった市町
村数も、現在では１,７９５にまで減少したとのことでありますが、ここ１、２年は、
この減少数も落ち着きを見せ、合併を終えたすべての自治体が、再編後の新しいま

ちづくりに力を注いでいるところであります。 
本市におきましても例外ではなく、これまでに総合振興計画をはじめとする各種

の基本計画を策定するなど、自治体としての基礎固めを行ってまいりました。これ

からが、まさに、合併の真価が問われる重要な時期になるものと考えております。 
本定例会は、新年度予算をご審議いただく、最も重要な議会でございます。提出

いたします議案は、平成１９年度補正予算及び平成２０年度当初予算に関するもの

２１議案、条例の制定又は一部改正に関するもの９議案、一部事務組合の規約等の

変更に関するもの２議案及び人事に関するもの４議案であります。 
各議案の内容、提案の主旨につきましては、後ほどご説明を申し上げますが、何

とぞ、慎重なご審議をいただき、妥当なるご決議をいただきますようお願い申し上

げ、招集のごあいさつといたします。 
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◎開議の宣告 

○議長（東川継央君） 本日の出席議員数は、２１名であります。 
よって、会議の定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

○議長（東川継央君） 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。 
 
 

◎諸般の報告 

○議長（東川継央君） 諸般の報告を事務局長より行ないます。 
（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 事務局長。 
〇局長（圓道信雄君） 諸般の報告をいたします。 

平成１９年１２月３日招集の第２６回定例会において議決されました議案につ

きましては、１２月４日付け及び１２月２１日付けで、１月２９日召集の第２７回

臨時会において議決されました議案つきましては、１月３１日付けで、２月２１日

付け召集の第２８回臨時会おいて議決されました議案つきましては、２月２２日付

けでそれぞれ市長充てに会議結果の報告を行なっております。 
今、定例会までに受理いたしました請願につきましてはお手元に配布してありま 
す請願文書表のとおり２月２５日に２件を受理いたしております。 
次に、本定例会への付議事件は、市長提出議案３６件であります。 
本定例会の説明出席者は市長以下１２名であります。 
なお、竹田芦原温泉上水道財産区管理者より体調不良のため欠席の届出が出てお

ります。代理として土守次長が出席しております。 
以上でございます。 

 
 
◎行政報告 

○議長（東川継央君） 市長の行政報告を求めます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君 

○市長（橋本達也君） 各部の所管事項について、行政報告を申し上げます。 
まず、市民福祉部関係でございますが、市民課所管では、昨年９月より取り組ん

でまいりました「あわら市・永平寺町ＩＣカード標準システム構築業務」について

申し上げます。 
このシステムにつきましては、今月、機器等の整備を終え、２月１５日から住民

基本台帳カードの交付を実施しているところであります。明日、３月１日には、福

井市のアオッサにおいて、オープニングセレモニーを行い、自動交付機による証明

書の交付を開始することとなっております。 
また、確定申告の時期にあたることから、住基カードを利用した国税等の電子申
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告のＰＲがなされており、住基カードの交付申請も順調に伸びております。 
議員各位におかれましても、これを機会に住基カードを所持していただき、自動

交付機の利用促進にご協力いただきますようお願いいたします。 
次に、福祉課所管では、暖房期にあたり、原油価格の高騰による低所得者の方々

の負担を軽減するため、灯油購入費の一部を助成する「福祉灯油購入費助成事業」

を２月１日から実施しいたしております。 
具体的には、住民税の非課税世帯のうち、生活保護世帯や重度心身障害者のみの

世帯、母子・父子・寡婦世帯、高齢者のみの世帯計１,１００世帯に、民生委員児童
委員の協力を得て、５，０００円の灯油券を交付したものであります。 
なお、灯油券は今月３１日まで市内２４の灯油取扱い業者で使用できることにな

っております。 
次に、雲雀ヶ丘寮所管の増築工事について申し上げます。同工事につきましては、

昨年９月１４日に入札を執行し、三越建設工業株式会社・巴建設株式会社 雲雀ヶ

丘寮増築工事共同企業体が５億７，２０４万円で落札しております。 
工事の進捗でございますが、１２月には鉄骨建屋、１月にはコンクリート工事が

概ね完了し、現在は建物内部の工事に入っております。また、増築部と接続する棟

の耐震補強改修工事にも取りかかっているほか厨房設備、家具調度類、特殊浴槽、

電動ベッド等についても既に発注を済ませており、年度内の完成を予定しておりま

す。 
次に、土木部関係でございますが、建設課所管では、北陸新幹線の建設促進に向

けた取り組みについて、ご報告をいたします。 
中央では、整備新幹線の建設促進に向け、年末年始を挟んで各種の委員会が頻繁

に開催されております。特に、昨年１２月１４日には、政府・与党整備新幹線検討

委員会が開催され、この中で、未着工区間の着工のための財源確保を始めとする諸

課題について、検討を開始することと、実質的な議論を行う政府・与党ワーキング

グループの設置が、政府と与党で合意されております。 
この検討委員会の合意を受け、１月２３日に第１回目の整備新幹線に係る政府・

与党ワーキンググループが開催され、整備財源等についての本格的な議論が開始さ

れたと聞いております。 
この様な国政レベルの動きに合わせ、福井県、県議会、駅設置が予定されている

沿線市さらに経済界が連携して要請活動を行っています。１月２９日には、整備新

幹線等鉄道調査会と整備新幹線建設促進議員連盟の合同会議に合わせ、未着工区間

を抱える、長崎県・北海道と福井県が同一フロアで要請活動を行うなど、既に地域

間のし烈な競争が始まっております。今後、より一層、強く北陸新幹線の延伸をア

ピールしていくことが極めて重要になっていますので、ご支援とご理解を賜ります

ようお願いいたします。 
次に、芦原温泉駅周辺整備事業について、ご報告いたします。市では、平成１７

年度に策定を致しました「芦原温泉駅周辺整備基本計画」の中から、優先して機能
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強化が必要な事業として、「西口アクセス道路」の一部、西口駐車場、東口駐車場

の３事業を選定し、３カ年で、まちづくり交付金を活用した整備を行う計画となっ 
ております。 
この中で、本年度においては、２億２千８百万円で「芦原温泉駅東口駐車場」が完

成しております。 
規模としましては、障害者用の４台分を含め、１６４台分を確保しており、料金に

ついては、１２月議会でご承認いただきましたとおり、月極制と時間制にしておりま

す。 
３月５日から試行的に時間制のみでの供用を始め、４月から正式な供用を行う予定

であります。 
今後、パークアンドライド用の駐車場として、通勤で利用していただくことにより、

地球温暖化防止に寄与するとともに、出張や旅行の際に、あわら市内はもとより坂井

地区や奥越地区からも利用していただくことで、芦原温泉駅の乗降客が増加すること

を期待しているところでございます。 
最後に教育委員会関係でございますが、教育総務課所管では、小学校の耐震補強工

事の入札を去る２月１４日及び２月２８日に執行をいたしました。 
これは、昨年度実施しました耐震診断の結果、補強工事が必要と診断された７小学

校１３棟のうち、北潟、本荘、金津、伊井、金津東小学校の５小学校の屋内運動場並

びに吉崎小学校の校舎及び屋内運動場の耐震補強工事を発注させていただいたもの

でございます。 
今後も、昨年６月の市議会定例会で決議されました「学校耐震補強工事の早期完成

に関する決議」に沿い、子どもたちが安心して学べる環境とするため、学校施設の耐

震化を進めて参りたいと考えています。 
次に文化学習課所管の金津創作の森では、１月１９日から３月２日まで「第４回・

酒の器展」をミュージアム－１にて開催いたしました。 
本展は、全国公募により応募いただいた３６２作品から、審査による入選作品１４

７点を展示いたしたもので、２月１０日には、入賞者と審査員を展覧会場に集め、表

彰式を行っております。 
関連事業といたしまして、福井市の地域産業創造会議の協力により、キッチン回り

のデザイナー商品統合ブランド「おいしいキッチン」の商品を２月１１日まで展示、

販売いたしました。 
また、２月１６日からは韓国伝統の手工芸「ポジャギ」の作品展を県内で初めて開

催しているところであります。３月２日までの開催となっておりますので、議員各位

におかれましても、ご覧いただければと思います。 
以上で行政報告を終わります。 

 

 

◎会議録署名議員の指定 
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○議長（東川継央君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行ないます。 

本日の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、４番、山川知一郎君、

５番、山口峰雄君の両名を指名します。 

 

 

◎会期の決定 

○議長（東川継央君） 日程第２、会期の決定を議題とします。 

お諮りします。 

本定例会の会期は、本日から３月２１日までの２２日間といたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

(｢異議なし｣と呼ぶ者あり) 

○議長（東川継央君） 異義なしと認めます。 

したがって、本定例会の会期は本日より３月２１日までの２２日間と決定しまし

た。なお、会期中の日程は、お手元に配布しました会期日程表のとおりであります。 

 
 
◎議案第７号から議案第１５号の一括上程・提案理由説明・総括質疑・委員会付託 

○議長（東川継央君） 日程第３、議案第７号、平成１９年度あわら市一般会計補正予 

算（第７号）、日程第４、議案第８号、平成１９年度あわら市国民健康保険特別会

計補正予算（第４号）、日程第５、議案第９号、平成１９年度あわら市老人保健特

別会計補正予算（第４号）、日程第６、議案第１０号、平成１９年度あわら市金津

雲雀ケ丘寮特別会計補正予算（第３号）、日程第７、議案第１１号、平成１９年度

あわら市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）、日程第８、議案第１２号、

平成１９年度あわら市モーターボート競走特別会計補正予算（第２号）、日程第９、

議案第１３号、平成１９年度あわら市公共下水道事業会計補正予算（第３号）、日

程第１０、議案第１４号、平成１９年度あわら市水道事業会計補正予算（第４号）、

日程第１１、議案第１５号、平成１９年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計補正

予算（第２号） 

以上の議案９件を一括議題とします。 

○議長（東川継央君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君 

○市長（橋本達也君） ただいま上程されました議案第７号「平成１９年度あわら市一 
般会計補正予算（第７号）」から議案第１５号「平成１９年度芦原温泉上水道財産
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区水道事業会計補正予算（第２号）」までの９議案について、概要の説明を申し上

げます。 
これら９議案は、工業用水道事業会計を除く全ての会計の補正予算であります。 
議案第７号の一般会計補正予算（第７号）につきましては、１億１,５９７万７千円の
減額補正を行い、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１１７億７,２７９万５千円とするも
のであります。 
今回の補正につきましては、年度末補正でございますので、その多くが、各歳出項

目において、事業費の確定や精算等により生じた不用額を減額したものとなっており

ます。また、これらの余剰の財源が生じたことから、財政調整基金の取り崩しを２億

９,０００万円減額いたしております。 
それでは、歳出の主なものからご説明いたします。 
まず議会費では、議会交際費４０万円、県市議会議長会負担金６８万８千円を減額

しております。 
次に総務費関係では､秘書広報費で交際費１００万円を減額したほか、企画費で事務費に

係る福井坂井地区広域市町村圏事務組合負担金１４０万８千円、情報化推進費で電算共

同利用に係る同組合負担金４１８万８千円を減額いたしております。 
また、賦課徴収費では固定資産課税客体異動修正業務委託料１２３万円を、公共交

通対策費では、コミュニティバス運行事業に係る委託料３７６万６千円を減額したほ

か、京福バス路線に係る広域生活路線維持対策等事業補助金１,０５９万円を計上いた
しております。 
民生費関係では、障害者福祉費で介護給付費２,０００万円を、老人福祉総務費では、
介護保険会計分の介護保険広域連合負担金１,３７０万８千円を減額したほか、老人保
健特別会計繰出金１,０５０万１千円を追加計上し、また、地域支援事業費では、介護
予防委託料６２８万４千円、家族介護継続支援費８４９万６千円などを減額しており

ます。 
児童福祉総務費では、放課後児童健全育成事業に係る食糧費１３０万円、児童扶養

手当支給費１４８万５千円を、児童措置費では児童手当支給費８７９万円をそれぞれ

減額したほか、母子福祉費では母子父子医療費助成費１５０万円を追加計上しており

ます。 
このほか保育所費では、私立保育園に係る措置委託料６７１万５千円を追加したほ

か、幼児園費でも７３６万３千円を追加しております。 
衛生費関係では、保健費でがん検査委託料３０６万５千円を追加したほか、環境衛

生費で水道事業会計補助金２００万円を減額しております。 
また、塵芥処理費でゴミ袋などの事業用消耗品５２８万４千円を、清掃センターに

係る福井坂井地区広域市町村圏事務組合負担金１,６８１万１千円などを減額いたしてお
ります。 
農林水産業費関係では、農業振興費で坂井北部丘陵地農業経営体育成モデル事業補

助金４１８万６千円を、農地費では、農地･水･環境保全向上活動支援負担金３２３万
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３千円などをそれぞれ減額いたしております。 
土木費関係では、県事業費の確定に伴い道路橋りょう新設改良費で県営道路改良事 
業負担金１,３１９万円を、河川総務費で県営河川改良事業負担金３８１万４千円を、
都市計画総務費で都市計画決定資料作成業務委託料２０２万円などをそれぞれ減

額しております。 
また、除雪作業委託料については、契約内容変更により、除雪対策費で７２５万

円を追加計上しております。 
消防費では、常備消防費で嶺北消防組合負担金１４１万８千円を、消防施設費で

消火栓新設維持管理負担金３２５万２千円を追加計上しております。 
教育費では、小学校費の学校管理費で燃料費２３０万円を追加したほか、中学校

の学校管理費で中学校耐震診断業務委託料１２３万６千円を、教育振興費で生徒通

学費補助金４００万円を減額しております。 
公債費関係では、地方債償還及び一時借入金に係る利子で２,９００万円を減額し
ております。 
次に、歳入でございますが、財政調整基金の取り崩しの減額等により、繰入金で

２億８,６２３万９千円を、地方交付税で１億５,０７１万６千円を、保育所保育料
等の減により分担金及び負担金１,７６６万６千円を減額する一方、市税で１億７千
万円､繰越金で９,５７６万２千円､市町村合併特別交付金などの県支出金４,１７６万１
千円をそれぞれ追加計上いたしております。 
次に、繰越明許費でございますが、農林水産業費の経営体育成基盤整備事業に係

る負担金２０万５千円、商工費の産業団地整備事業測量設計業務１,０９４万円、土
木費の県営急傾斜地事業に係る負担金２３０万円、教育費の小学校施設整備事業１

億９,１９８万７千円及び幼稚園施設整備事業２７５万８千円の５事業で、それぞれ
所要額を翌年度に繰り越して使用できる経費として定めております。 
最後に地方債の補正でございますが、事業費の確定などに伴い、芦原温泉駅周辺

整備事業債をはじめ１１件についてそれぞれ所要の変更措置を行っております。 
議案第８号の国民健康保険特別会計補正予算（第４号）につきましては、１億４,
１４８万円の追加補正を行い、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３０億７,９６６万７
千円とするものであります。 
歳出の主なものといたしましては、保険給付費で一般被保険者療養給付費、退職

被保険者等療養給付費等１億８,６５０万円を追加計上し、老人保健拠出金では３,
４２８万８千円を減額しております。 
また、介護納付金では１,１８２万６千円を追加、共同事業拠出金では高額医療費、
保険財政共同安定化事業に係る拠出金２,３８１万９千円を減額しております。 
歳入につきましては、主なものとして、国庫支出金で国庫負担金８,３９３万７千
円、退職者医療に係る療養給付費等交付金５,５７９万２千円、繰越金２,３３４万
８千円などを追加し、高額療養費や保険財政共同安定化事業に係る共同事業交付金２,
３８２万１千円を減額いたしております。 
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議案第９号の老人保健特別会計補正予算（第４号）につきましては、１億３,４３
７万９千円の追加補正を行い、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３６億７,９４１万８
千円とするものであります。 
歳出といたしましては、医療諸費で医療給付費１億２,３５０万円、医療費支給費
１,１２０万円など１億３,４３７万円９千円を追加計上するものであります。 
これに伴う歳入につきましては、支払基金交付金６,６９３万２千円、国庫支出金４,
２００万５千円等を計上しております。 
議案第１０号の金津雲雀ケ丘寮特別会計補正予算(第３号)につきましては、１億８,
２１０万６千円の減額補正を行い、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１１億５,７１４
万４千円とするものであります。 
歳出といたしましては、養護老人施設費で、基金に８７４万５千円を積み立てる

ほか、雲雀ヶ丘寮増築に係る事業費の確定等に伴い、指定介護老人福祉施設費で工

事費１億７千万、土地購入費２,１７８万５千円、備品購入費２,２０５万円を減額
したほか、基金に２,４７４万６千円を積み立てております。 
歳入につきましては、増築に係る事業費の減額に伴い、指定介護老人福祉施設債

２億７千万円を減額したほか、繰越金２,８５９万円、基金繰入金５,７１６万３千
円等を追加計上いたしております。 
議案第１１号の農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）につきましては、

６５万３千円の追加補正を行い、歳入歳出予算の総額をそれぞれ７,７５１万３千円
とするものであります。 
内容につきましては、総務費の一般管理費で消費税１４８万４千円を追加計上す

る一方、事業費の農業集落排水維持管理費で施設修繕料の不用額など８３万１千円

を減額しております。 
歳入においては、繰越金１１３万９千円を追加計上したほか繰入金で１２８万７

千円を減額いたしております。 
議案第１２号のモーターボート競走特別会計補正予算(第２号)につきましては、
１９０万３千円の追加補正を行い、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２６億９,６９５
万３千円とするものであります。 
内容につきましては、競艇事業費で全国モーターボート競走施行者協議会分担金

１６２万７千円などを追加計上いたしたものであり、歳入では基金繰入金１６０万

円などを計上いたしております。 
議案第１３号の公共下水道事業会計補正予算（第３号）につきましては、収益的

収入で下水道使用料２６８万８千円を追加計上したほか、収益的支出で流域下水道

費３５０万円、消費税及び地方消費税１,５６１万１千円を追加する一方、各費目の
不用額を減額し、補正後の収益的支出予定額を１１億９,７２９万７千円とするもの
であります。 
また､資本的収入では､下水道事業債８,３２０万円を減額、資本的支出においては建設
改良費で下水道管渠実施設計委託料や流域下水道事業建設負担金など１,１２９万
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円を減額し、補正後の資本的支出予定額を１９億６,３４５万８千円とするものであ
ります。 
議案第１４号の水道事業会計補正予算（第４号）につきましては、収益的収入で、

一般会計からの消火栓維持管理負担金１５０万４千円を追加し、高料金対策補助金

２００万円を減額しております。 
一方、収益的支出では、営業費用で消火栓修繕費１５０万４千円を追加し、営業

外費用で企業債利息２１５万７千円を減額したもので、補正後の収益的支出予定額

を８億９,３１３万９千円とするものであります。 
また、資本的収入では、一般会計からの消火栓設置負担金１７４万８千円を追加

計上するとともに、資本的支出において、配水設備改良費の工事請負費に同額を計

上したもので、補正後の資本的支出予定額を４億１,５８４万２千円とするものであ
ります。 
議案第１５号の芦原温泉上水道財産区水道事業会計補正予算（第２号）につきま

しては、収益的収入で、営業外収益の罹災共済金など２２０万８千円を追加し、

収益的支出では営業費用の修繕費６５万円などを追加したほか不用額を減額し、補

正後の収益的支出予定額を１億７,３２３万９千円とするものであります。 
以上が補正予算の概要でございます。これら９議案につきまして、よろしくご審

議をいただき、妥当なるご決議をいただきますようお願い申し上げます。 

○議長（東川継央君） 上程議案に対する総括質疑を許します。 
○議長（東川継央君） 質疑はありませんか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 
○議長（東川継央君） １６番、穴田満雄君 
○16番(穴田満雄君)  ただ今、市長の方から一般会計の補正の提案理由の説明を受け
ました。その中で、私、ちょっと引っかかる点がありますので、質疑をしてみたい、

とこのように思います。まず、一般会計の２３ページ、これは、保育園、保育所の

措置委託料ですけれどもこれ、妙安寺の方から７つの保育所、保育園の減額あるい

は、増額の補正が出ております。こんな中で平成１９年度、今、６７１万５千円で

すかね、増額補正となっております。この増額補正をした結果、平成１９年度、こ

れらが決算ではございませんけれども、総額で約４億３,５００万円ぐらいになって
くると、そうすると平成１８年度で比較してやりますと平成１８年度は４億２,００
０万円ほどのやね、措置委託料を計上してあったと、そうしますと、単純な計算に

なるかも分かりませんけれども、１，５００万円ほどの増額になってくるともちろ

ん、こういう保育所、保育園含めた教育関係に金を使うことに対しては、私は、何

も文句言いません。ですが、この措置委託料というのは、おそらく、保育所、保育

園の入所者、あるいは、国からそういう定めがると、規定がると、そういうことも

存じております。そんな中で、今ほど言いました、平成１９年度は１，５００万円

程の増額になってきていると平成１８年度で比較してやりますと、何故、このよう
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に措置委託料が増えてきたのかと、これに対して答弁方お願いします。 
（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市民福祉部長 毛利君 
○市民福祉部長（毛利純雄君） ただいまの穴田議員のご質問にお答えさせていただき

ます。保育所のあるいは、幼児園の措置費の増減ということでございますが、これ、

主な原因といたしましては、途中、入所の増加あるいは、当初、思っておりました

予定よりも入所児の減と、また、単価改正等が毎年あるというなかでの増減がある

ということでございますのでご理解をいただきと思います。 
○議長（東川継央君） ほかに質疑はありませんか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 
○議長（東川継央君） １６番、穴田満雄君 
○16番（穴田満雄君） 次に一般会計補正予算の３３ぺージをお願いします。この中に、 
教育振興費目の中にですね、生徒通学費の補助金と、こういう項目があります。こ

れは、多分、金津中学校の生徒に対する補助金、あるいは、助成ではないかと、こ

のように理解しているんですけれども、これもですね、平成１８年度は、８３０万

の予算計上をしてあったと、ですが、決算では、５３０万、約３００万のやね、減

額となってきている、とこういう減額になることは、大変、結構なことなんですけ

れども冒頭に申しておきますが、これは、一般的に言えることなですが、ただ、不

要額さえ増やせばそれでいいんだ、と私は、こういう、捉えかたをしております。

不要額そのものの枠をやね、これは地方自治法等にも出ておりませんけれども、や

っぱり、それなりのやね、最初、当初予算を組むにあたってそれなりの把握をして

おくと、例えば、今ほど、言いましたように、生徒の通学に対する助成金でしたら、

平成１９年度は、大体、何名ぐらいが対象になるんだと、おそらくこういう計算は、

当然、理事者側はしてあると思うんですけどれども、今、言いましたように、平成

１８年度では、８３０万計上してあったやつがやね、３００万の減額で５３０万と、

平成１９年度、今回、４００万の減額補正をしております。平成１９年度は、当初、

どれくらいの予算を計上してあったかと言いますと、これも平成１８年度と同じく

８３０万円の計上をしてあったと、ですから、今回、４００万円の減額補正ですか

ら、最終的には４３０万円でいいと、このようなやね、数字になってくるんではな

いかと思うですけれども、これも、今ほど言いましたように、やっぱり、当初予算

を組むにあたって当然、何名の生徒が対象になるんだと、こういうやね、大体、概

要、ある程度の数字の把握はしていると思いますけれどもあまりにも大きな減額に

なってきております。これは、例えばですね、途中でやね、そういう生徒、バス通

学あるいは、ＪＲを使った通学、こういう生徒が大幅に減ったんだとそういう理由

があるんならひとつ答弁かたお願いいたします。 
（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 教育部長、平田幸一君 
○教育部長（平田幸一君） ただ今の、穴田議員のご質問にお答えいたします。教育振
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興費の生徒通学費補助金４００万円の減額でございますけれど、この補助金につい

きましては、金津中学校、生徒通学に要する補助金条例に基づきまして補助をして

いるわけでございます。先ほど、穴田議員も申された通り金津中学校の生徒の通学

補助金でございます。ＪＲまたは京福バス、コミュニティバス、また、吉崎地区に

おけます北鉄バスの交通機関を利用する生徒に対する補助金でございまして、当初

８３０万の予算計上をさせていただきました。この地区にかかります集落といいま

すと５２集落ございまして１９年度そこらの通学生徒２１５名が対象になってい

るわけでございます。その内、現に通学定期を購入し、またそれに基づく申請に基

づきまして補助金を交付しているわけでございまして、平成１９年におきましては、

９０名の申請がございました。それに基づきます清算ということで今回、４００万

の減額をさせていただいたところでございますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。なお、保護者の送り迎え等々につきましては、この補助対象外としてござい

ますのでよろしくお願いしたいと思います。 
○議長（東川継央君） ほかに質疑はありませんか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 
○議長（東川継央君） １６番、穴田満雄君 
○16番（穴田満雄君） １６番、穴田満雄 もう一点だけ質疑をしてみたいと思います。
特別会計の方ですけれども、雲雀ヶ丘の特別会計の方で質疑をしてみたいと思いま

す。これ、雲雀ヶ丘の７ページ、ここに指定介護老人福祉施設の事務費が計上して

ありますけれど、この中で、もちろん、市長は行政報告の中でも述べておりました。

雲雀ヶ丘の増築工事、これが、５億７,０００万円ほどでやね、入札したと落札した
とこういう行政報告の中にもありましたけれども、私、これちょっとやね、自分な

りに納得ができない面がありますので、と言いますのは、まず工事費、これは、補

正等も含めて７億９,５６０万円の予算計上をしてあったと、ですけれども、今回の
補正を見てみますと約１億７,０００万円の減額補正をしてきていると、それから、
土地購入費ですかね、これに関しましては、当初予算で出ておりました。５,０００
万の当初で計上してあったやつが今回２,１７８万５千円の減額補正をしてきてい
ると、それから備品の購入費、これも補正等で１億４００万の予算計上してあった

やつがやね、今回、約２２０万の減額補正をしてきていると、先ほども言いました

ように、こういう差額、差金がでることは誠に結構なことでございます。それと、

この雲雀ヶ丘に関しましては、昨年６月の入札の時にですね、終わった時点で市長

の方からやね、落札率が７２％くらいの入札率であったと、こういうことは、あわ

ら市始まって以来のことじゃないかと、確かそういう言葉を使ったことを覚えてお

りますけれども、確かにやね、今ほど言いましたように、不要額を出せばいい、あ

るいは、差金が多くなればいいと、私、こういうやね、発想はちょっとおかしいん

じゃないかと、言いますのは、その差金なり不要額がたくさん出るというのは、設

計の段階でちょっと問題があるんじゃないかと、もちろん、これは専門の方にやね、

設計監理の委託をやっておりますからその人らが出してくれた数字をみなさんは
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やね、あくまでも素人ですから、私を含めて素人ですから、それなりに鵜呑みをす

ることはある程度は理解できます。ですけれどもやね、もう少し最初の段階でやね、

こういうことをしなければこれは恐らく、一時借入金でもって処置していると思う

でんよ、借入金、お金を借りれば、それなりの利子がついてくると、そうすれば利

子の分だけ余分に払わないといけないと、こういう論法にもなってくるじゃないか

と思います。ですからやね、そういう観点で今回、工事請負費あるいは土地購入費、

備品購入費に関してやね、何故、これだけの差金がでたのかと、こういうことにつ

いて答弁かたお願いいたします。 
（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市民福祉部長、毛利純雄君  
○市民福祉部長（毛利純雄君） ただ今の、穴田議員のご質問にお答えをさせていただ

きたいと思います。指定介護老人福祉施設の事務費の中でまず、工事請負費が１億

７，０００万円の減額と、先程、市長の提案理由の中でもございましたように、ま

た、今ほど、穴田議員のお話もございましたように、まず、特養４０床の増床工事

が当初は７億９，５６０万円と、この設計の根拠につきましては、コンサルの方に

お願いしているわけでございますが、これらの基礎的になる部分は、県の建築基準

の単価でございます。それらに基づきながら出したところでございますので、我々

としては、それが一番、今日までもいろんな工事につきましてもそういう基準に基

づいてやっているということで一番ベターな価格がでたんじゃないかな、というこ

とで、たまたま、これは、一般競争入札という中で業者の方、７ＪＶ参加していた

だきましてそこで先ほど穴田議員も言われましたように請負率が７２．２２７％で

すか、かなり、低い価格で落札していただいたということでの入札差金が出たわけ

でございます。また、その増築工事の厨房の横に既存の建物があるわけでございま

すが、これが、接続しているところでこの建築確認の中におきまして、接続してい

る建物は、耐震補強をしなさい、というような条件がついてございまして、その耐

震補強工事も並びに一部改修もございますが、それも、入札をいたしましたところ、

設計価格が５，７０４万円程あったわけでございますがこれも請負率が５５．５３

２％と大変、半額近い値段で落札されたということでの多くの入札差金が生じたと

いうことでございます。続きまして、１７番の公有財産購入費、当初５，０００万

が減額の２，１７８万５千円とこれにつきましては、特養の増床工事、現在の北側

に建っているわけでございますが、ここの用地買収を予定してございました。これ

で、面積的に４，４２０平米ですか、これを、いろいろ用地交渉しまして、その内、

１２筆ございまして１０名の地権者がおったわけでございます。用地交渉の結果、

２名方、４筆ございましたが、面積的に４，４２０平米の内１，４５０平米ござい

ますが、これについては、買収には応じられないと、しかしながら、借地でお貸し

するということになりまして、多くの減額措置になったというわけでございます。

それと、２番の事業費の中の、失礼いたしました、１８番の備品購入費減額の２，

２０５万円でございますが、これは、新しい厨房の備品関係をこれも、入札をした
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とろこでございます。これも、落札価格が６５％と大変、低い率での落札というこ

とことでの入札の差金ということでご理解をいただきたいと思います。 
   以上でございます。 
○議長（東川継央君） ほかに質疑はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 質疑なしと認めます。 

○議長（東川継央君） ただいま議題となっています議案第７号から議案第１５号まで

の９議案は、お手元に配布してあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任

委員会に付託します。 
 
◎議案１６第から議案第２７号の一括上程 

・提案理由説明・質疑・討論・委員会付託 

○議長（東川継央君） 日程第１２、議案第１６号、平成２０年度あわら市一般会計予 

算、日程第１３、議案第１７号、平成２０年度あわら市国民健康保険特別会計予算 

日程第１４、議案第１８号、平成２０年度あわら市老人保健特別会計予算、日程第

１５、議案第１９号、平成２０年度あわら市後期高齢者医療特別会計予算、日程第

１６、議案第２０号、平成２０年度あわら市金津雲雀ケ丘寮特別会計予算、日程第

１７、議案第２１号、平成２０年度あわら市農業集落排水事業特別会計予算、日程

第１８、議案第２２号、平成２０年度あわら市産業団地整備事業特別会計予算、日

程第１９、議案第２３号、平成２０年度あわら市モーターボート競走特別会計予算 

日程第２０、議案第２４号、平成２０年度あわら市公共下水道事業会計予算、日程

第２１、議案第２５号、平成２０年度あわら市水道事業会計予算、日程第２２、議

案第２６号、平成２０年度あわら市工業用水道事業会計予算、日程第２３、議案第

２７号、平成２０年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計予算 

以上の議案１２件を一括議題とします。 

○議長（東川継央君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君 

○市長（橋本達也君） ただいま上程されました、議案第１６号「平成２０年度あわら

市一般会計予算」から議案第２７号「平成２０年度芦原温泉上水道財産区水道事業

会計予算」までの平成２０年度１２会計予算につきまして、予算編成の基本方針を

申し上げます。 
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政府は、昨年１２月に「平成２０年度予算編成の基本方針」を閣議決定しており

ます。 
この中において、２０年度予算は、歳出改革を軌道に乗せる上で極めて重要な予

算であり、歳出全般にわたって削減を行うとともに、若者が明日に希望を持ち、お

年寄りが安心できる「希望と安心」の国を実現するために、予算の重点化・効率化

を行うとしています。 
地方財政については、地方が自立出来るよう、国・地方の財政状況を踏まえなが

ら、国庫補助負担金、地方交付税交付金、税源移譲を含めた税源配分の見直しを検

討するとしています。 
平成２０年度の地方交付税については、「地方と都市の共生」の考えのもと、地

方税の偏在是正により生ずる財源を活用して、「地方再生対策費」を創設すること

とした結果、臨時財政対策債を含めた実質的な地方交付税総額は、昨年度に比べて、

２．２％の増としています。 
このような状況の中、本市におきましては、あわら市行政改革大綱に基づき、経

費の削減に努めるとともに、国や県の施策の動向を注視しつつ、財源の計画的かつ

重点的配分に努めてまいりました。 
特に、私が公約に掲げた「若者が住み、産み、育てたくなるまちづくり」に向け

た子育て環境あるいは教育環境の充実、あるいは「市民と行政との協働」や「市民

の安全・安心」にも意を払うとともに、実質公債費比率などの財政指標の改善を図

るため、合併特例債の有効活用による一般起債の抑制や特別会計繰出金の低減措置

等も講じたところであります。 
また、古屋石塚地係における工業団地の造成に向け、新たに、産業団地整備事業

特別会計を設け、円滑な事業実施を図ることにいたしております。 

以上が予算編成の基本方針でございます。なお、各会計予算の内容につきまして

は、副市長から説明を申し上げますので、よろしくご審議をいただきますようお願

い申し上げます 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 副市長、北島善雄君 

○副市長（北島善雄君） 私のほうから、当初予算に関しましての内容概要説明をさせ

ていただきます。議案第１６号の平成２０年度あわら市一般会計予算及び議案第１

７号から第２７号までの各特別会計予算についての概略を説明を申し上げます。 
まず、議案第１６号でございますけれども、平成２０年度あわら市一般会計予算

についてでございますが、本案は、歳入歳出それぞれ１１２億８,０００万円と定め
るもので、前年度当初予算に比べますと１億１,０００万円、率にしまして１.０％
の増となっております。 
退職職員の最小限の補充等により人件費が２億円余り、減となっているにも拘わ
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らず予算総額が増となりました主な要因でございますけれども、生活保護費の扶助

費や合併特例債の元金償還がはじまることによる公債費の増加のほか、後期高齢者

医療広域連合負担金の増などによるものであります。 
それでは、主な歳入について申し上げます。 
第１款、市税は、総額４５億８,０８３万４千円で、税源移譲による個人市民税や新
増築に係る固定資産税の増などにより、前年度と比較しまして１億４,３９５万９千円、
率にしまして３.２％の増となっております。 
第２款、地方譲与税から第８款、自動車取得税交付金までは、前年度における調定

の状況や県の見込額等を勘案しまして計上いたしておりまして、合計で前年度比４.
９％の減ということで６億４,５００万円を計上させていただいております。 
第９款、地方特例交付金でございますけれども、恒久的減税による減収を補てんす

るために交付されていた特別交付金が縮小されるものの、税源移譲に係ります住宅借

入金等特別税額控除額の減収補てん分が追加されるため、前年度と同額の３,６００万
円を計上いたしております。 
第１０款、地方交付税は、２６億２００万円で、前年度と比較しまして２,６００万
円、率にしまして１.０％の増となっております。 
平成１９年度の普通交付税の決定額は、２１億４,２２８万４千円でありましたが、
地方税の偏在是正による財源を活用した地方再生対策費が創設されることを踏まえ

て、前年度比１.２％増の２３億２,０００万円を計上させていただいております。 
また、特別交付税は、前年度比０.４％減の２億８,２００万円を計上させていただ
いております。 
第１２款、分担金及び負担金は、保育所・幼児園の保育料や学校給食費負担金など、

前年度比１.６％の減となる３億２,７２３万９千円を計上させていただいております。 
第１３款、使用料及び手数料は、市営住宅使用料、一般廃棄物処理手数料など、前

年度比３.９％増の１億８,６９１万６千円を計上いたしております。 
第１４款、国庫支出金でございますけれども、前年度比１３.６％の増となります７
億３,８５３万３千円を計上させていただいております。 
増加の主な要因といたしましては、生活保護費負担金の増、芦原温泉駅周辺整備等

の実施によるまちづくり交付金の増、公営住宅ストック総合改善事業の実施によりま

す、地域住宅交付金の増、並びに、小学校の耐震補強の実施による補助金の増等によ

る理由でございます。 
第１５款、県支出金は、前年度比１７.３％増の７億７８０万円を計上させていただ
いております。 
増加の主な要因といたしましては、制度の創設に伴い新たに後期高齢者医療保険基

盤安定負担金を計上したほか、農地集積実践事業補助金をはじめとする農業関係補助

金の増によるものであります。 
なお、市町村合併特別交付金については、７,１００万円を計上いたしております。 
第１８款、繰入金は、前年度比２４.５％の減となっております。金額的には、３億
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８,１４３万９千円を計上いたしております。 
内容としましては、財政調整基金繰入金３億３,０００万円、産業団地整備事業特別
会計繰入金２,８００万円、南部土地区画整理基金繰入金１,５００万円等となって
おります。 
第２０款、諸収入は、前年度比１.６％の減となる３億７,７００万７千円を計上
しております。 
内容といたしましては、各種貸付制度に係る預託金等の貸付金元利収入１億９,
０５１万円でございます。それから、地域支援包括的支援・任意事業受託費などの

受託事業収入が６,３５０万９千円、雑入１億２,１０９万４千円なのでございます。 
第２１款、市債でございますけれども、前年度比１２.６％減となります、６億５,
９９０万円を計上させていただいております。 
内容といたしましては、臨時財政対策債３億５,２００万円のほか、土木債２億７,
１７０万円、農林水産業債１,９８０万円等となっております。 
なお、このうち合併特例債としましては、１億４,２２０万円を予定をいたしてお
ります。 
次に、歳出でございますけれども、まず、性質別の状況を申し上げます。 
人件費等の義務的経費は、総額で５２億８,０６０万７千円、構成比で４６.８％、
前年度と比較しまして１.０％の減であります。 
また、義務的経費以外のその他の経費でございますけれども、総額で５９億９,
９３９万３千円、構成比では５３.２％で、前年度と比較しまして２.８％の増とい
うことになっております。 
増減の主な内容を申し上げますと、人件費で、一般職員の１７名減等により２億

６６４万３千円の減ということでございます。扶助費で、重度障害者医療費助成費

の増、私立保育所・幼児園への措置委託料の増、生活保護費の増などにより７,２４
７万４千円の増額でございます。公債費で、合併特例債の元金償還がはじまること

によりまして、８,２８７万３千円の増となっております。物件費でございますけれ
ども、賃金が７,１１８万５千円の増となったことにより１億４６８万７千円の増額
となっております。補助費等でございますが、後期高齢者医療広域連合負担金の新

規計上及びセントピアあわら運営補助金の増等により２億５,５００万６千円の増
ということでございます。繰出金でございますけれども、老人医療制度が後期高齢

者医療制度に移行されることに伴いまして老人保健特別会計繰出金が大幅に減額

となっております。１億８,８６４万２千円の減ということでございます。普通建設
事業費でございますけれども、地方道路臨時交付金事業におきまして、金津・三国

線は事業終了したものの新たに重義・国影線の事業を開始するなどのため、ほぼ前

年度並みの計上となっております。 
次に、目的別の概要を申し上げさせていただきます。 
第１款、議会費は、１億７,７２５万９千円でございまして、前年度と比較しまし 
て７２７万５千円、率にしまして、３.９％の減ということになっております。 
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これは、議員１名が欠員となっていることなどによるものでございます。 
第２款、総務費でございますけれども、９億９,０７７万５千円で、前年度と比較
しまして７,６６５万３千円、率にしまして７.２％の減となっております。 
内容としましては、第１項、総務管理費で、地方公営企業等金融機構出資金２

８０万円、公有財産台帳整備業務委託料４３０万円、第２項、徴税費で固定資産

路線価評価業務委託料８５０万円、土地評価細分化業務委託料４８０万円なので

ございます。第７項、諸費で、コミュニティバス運行業務委託料５,２２３万４千
円、えちぜん鉄道株式会社経営支援補助金２,１６１万８千円などをそれぞれ計上
いたしております。 
第３款、民生費でございますけれども、３３億２,６００万円で、前年度と比較
しまして１億８,８７１万９千円、率にしまして６.０％の増ということでござい
ます。 
その主な内容でございますけれども、第１項、社会福祉費で、国民健康保険特

別会計繰出金１億２,９２６万２千円、重度心身障害者医療費助成費１億５,００
０万円、障害者自立支援給付事業２億９,５２５万３千円、地域生活支援事業２,
００６万４千円、坂井地区介護保険広域連合負担金３億４,３４９万２千円、後期
高齢者医療広域連合療養給付費負担金２億８,５６８万円、老人保健特別会計繰出
金２,５９９万４千円、老人保護施設措置費８,５５３万１千円でございます。第
２項、児童福祉費で、放課後児童健全育成事業２,６３７万１千円、乳幼児医療費
助成費４,５００万円、児童扶養手当支給費８,０００万円、児童手当支給費２億
１,５９７万円、母子家庭等自立支援費事業１,３７９万４千円、私立保育所・幼
児園措置委託料５億４,８００万円、地域子育て支援センター運営費１,７０５万
８千円などでございます。第３項、生活保護費でございますけれども、生活保護

給付費１億８,０００万円などをそれぞれ計上いたしております。 
第４款、衛生費でございますけれども、１０億３９２万７千円でございまして、

年度と比較しまして４，７３５万７千円、４.５％の減ということでございます。 
主な内容といたしましては、第１項、保健衛生費でございますけれども、予防

接種事業で２,４０４万３千円、健康診査事業で１,１４５万８千円、坂井地区環
境衛生組合負担金５,８７７万７千円、三国あわら斎苑組合負担金１,８３０万６
千円、高料金対策等に係る水道事業会計補助金２億７００万円、第２項、清掃費

でございますけれども、一般廃棄物収集委託料５,８５０万円、資源ゴミ収集委託
料２,５８４万３千円、清掃センター費などに係る福井坂井地区広域市町村圏事務
組合負担金４億４,７５４万９千円、資源回収奨励事業補助金１,１００万円など
の計上となっております。 
第５款、労働費でございますけれども、８,８１２万２千円の計上でございまし
て、前年度並みの計上となっております。 
第６款、農林水産業費でございますが､５億６,２５６万８千円で、前年度と比較し 
まして７,０７８万９千円､率にしまして、１４.４％の増となっております。 
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主な内容といたしましては、第１項、農業費で、農地集積実践事業補助金１,
４９０万円、明日の地域農業を支える担い手条件整備事業補助金で４,７６０万８千  
円、被害米除去対策事業補助金２,８２８万円、農地・水・環境保全向上活動支
援事業負担金で３,０７３万２千円、県営かんがい排水事業負担金で１,２４０
万円、土地改良事業償還金補助金１億１,２９１万７千円、農業集落排水事業特
別会計繰出金３,６９８万２千円でございます。第２項、林業費でございますけ
れども、松食い虫被害総合対策委託料６６６万３千円、県営広域基幹林道剱ヶ

岳線整備事業負担金で１,４１０万円の計上となっております。 
次に、第７款、商工費でございますが、３億６,１３７万１千円で、前年度と
比較しまして３,５３０万２千円、率にしまして１０.８％の増となっておりま
す。 
主な内容といたしましては、市民コミュニティ活性化事業委託料３００万円、

商工会活動事業補助金１,８０９万５千円、中小企業振興資金預託金１億円、観
光事業補助金１,２７０万円、地域ブランド創造活動推進事業補助金５００万円、
セントピアあわら管理委託料２,７５０万円、花菖蒲園護岸改修工事１,０００
万円、セントピアあわら運営補助金６,６１９万９千円などを計上いたしており
ます。 
第８款、土木費でございますけれども、１６億１,５９２万６千円、前年度と
比較しまして１億３,２７０万円、率にしまして７.６％の減ということでござ
います。 
主な内容でございますけれども、第２項、道路橋りょう費で、一般市道に係

ります舗装補修工事費などで２,３００万円、改良工事費で７,０００万円のほ
か、地方道路交付金事業の十日・嫁威線２,０００万円、滝・高塚線６,０００
万円、重義・国影線６,０００万円、県営道路改良事業負担金で３,５００万円、
除雪作業委託料１,３００万円を計上いたしております。第３項、河川費で、宮
谷川河川改修事業費といたしまして３,５００万円の計上をさせていただいて
おります。第４項、都市計画費でございますけれども、国土基本図作成業務委

託料３,３００万円、芦原温泉駅周辺整備及び都市公園整備に係ります、まちづ
くり交付金事業で１億９,７５０万円、継続費の湯のまち駅前多目的用地取得費
で３,９３１万円、公共下水道事業会計負担金・補助金で６億３,８８２万３千
円でございます。第５項の住宅費で、公営住宅ストック総合改善事業としまし

て、１億１,１１６万３千円などを計上しております。 
第９款、消防費でございますけれども、５億２,４０９万２千円で、前年度と
比較しまして２３８万２千円の増ということで、率にしまして０.５％の増とな
っております。 
主な内容といたしましては、嶺北消防組合負担金４億９,６１０万２千円、消
火栓新設維持管理負担金で１,３５０万円、防災無線整備調査等委託料６６０万 
円などを計上させていただいております。 
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第１０款、教育費でございますけれども、１１億５,７９６万３千円で、前年度と
比較しまして１,０５８万７千円、率にしまして０．９％の減となっております。 
主な内容でございますけれども、第１項、教育総務費で、カウンセリング事業

で６５０万４千円、国際交流派遣事業で７２８万５千円、第２項、小学校費で、

複式学級解消等に係る臨時講師賃金２,０１３万５千円、小学校耐震補強計画及び
設計委託料３,３００万円、小学校スクールバス運行委託料１,９１９万２千円、
第３項、中学校費で、芦原中学校耐震診断業務委託料６５０万円、スクールバス

運行委託料１,４６９万７千円、生徒通学費補助金７００万円、第４項、幼稚園費
で、放課後児童健全育成事業７４３万５千円、第５項、社会教育費で、金津創作

の森管理委託料６,６８２万７千円、金津創作の森アートコア監視カメラ設置工事
で２３０万円、金津創作の森財団運営補助金１,２３０万円、あわら北潟湖畔観月
の夕べ開催補助金５５０万円、第６項の保健体育費で、生涯スポーツ育成事業運

営委託料３０４万円、体育協会活動事業補助金４５４万円、スポーツ少年団活動

事業補助金３３７万円、トリムマラソン開催経費３４８万２千円などを計上いた

しております。 
第１１款、災害復旧費でございますけれども、１３０万円で、前年度と同額を

計上させていただいております。 
第１２款、公債費でございますが､１４億４,９３３万７千円で、前年度と比較
しますと８,２８７万３千円、率にしまして、６.１％の増となっております。 
内容でございますけれども、市債の償還元金１２億４,０１８万１千円、償還利子２
億９１５万６千円で一時借入金利子１００万円を含んでおります。 
第１３款、諸支出金ですけれども、１,１３６万円で、前年度と比較しまして３
７４万５千円、率にしまして４９.２％の増となっております。内容としては各基
金の利子分等の積立金であります。 

    第１４款、予備費でございますが、１,０００万円で前年度と同額、計上させ

ていただいております。 

次に、特別会計でございますけれども、予算内容に入る前に、議案第１７号か

ら議案第１９号の医療関係予算に係ります、平成２０年度からの大幅な医療制度

改正について触れさせていただきと思います。 
詳細については所管課の説明に任せますけれども、概略を申し上げますと、今

回の制度改正は、後期高齢者医療制度の創設に関わるものでございます。 
これまでとの大きな違いでございますが、今までの老人保健法によります老人

医療制度が他の健康保険等の被保険者資格を有したまま老人医療の適用を受け

ていたのに対しまして、これからの後期高齢者医療は、独立した医療保険制度で

あるという点でございます。７５歳以上の老人被保険者は国民健康保険から離脱

をしまして、後期高齢者医療へ移行する、ということと同時に老人保健医療は廃

止になるというものでございます。 
それでは、議案第１７号、平成２０年度あわら市国民健康保険特別会計予算に
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ついて申し上げます。 
後期高齢者医療制度の創設に関連しまして、被保険者数においては７５歳以上

の老人被保険者、約３,１００人が減となっております。従来の退職者医療制度
適用年齢が６４歳までとなります。 
また、歳入においては、新たに後期高齢者支援金分の保険税が賦課されるほ

か、６５歳から７４歳までの保険給付分を各保険者の加入者数に応じて調整す

る制度が創設され、国保としましては前期高齢者交付金として歳入計上されま

す。 
また、歳出におきましては老人保健拠出金が減となりますけれども、新たに

後期高齢者支援金が発生をいたします。 
平成２０年度の国民健康保険特別会計の予算総額は、歳入歳出それぞれ２９

億９,２００万円で前年度と比較しまして、８,５７０万円、率にしまして２.９％
の増となっております。 
主な内容でございますが、歳入におきましては、国民健康保険税７億７１０

万円、国庫支出金５億９,１４４万５千円、前期高齢者交付金７億８,４９３万
１千円、療養給付費等交付金２億８,１００万４千円、共同事業交付金３億７,
５６３万６千円などを計上いたしております。 
なお、一般会計からの繰入金は、１億２,９２６万２千円となっております。 
また、歳出におきましては、保険給付費に２０億６,０９３万１千円、後期高
齢者支援金２億８,９１５万２千円、介護納付金１億５,０５０万円、共同事業
拠出金３億７,５６４万１千円などを計上いたしております。 
議案第１８号、平成２０年度あわら市老人保健特別会計予算について、申し

上げます。 
この会計におきましては、医療制度改正により平成２０年３月分、１ケ月分

の予算計上となっており、昨年と比較しますと大幅な減額となっております。 
予算総額は歳入歳出それぞれ３億２,０６０万円で、前年度と比較して３１億８,
５４０万円、率にしまして９０．９％の減となっております。 
主な内容でございますが、歳入におきましては、支払基金交付金１億６,４６
６万８千円、国庫支出金１億３８８万５千円などを計上となっております。 
なお、一般会計からの繰入金は、２,５９９万４千円となっております。 
また、歳出では、医療諸費において、医療給付費及び医療費支給費など３億

２,０５１万７千円を計上しております。 
次に、議案第１９号、平成２０年度あわら市後期高齢者医療特別会計につい

て、申し上げます。 
この会計は、先程ご説明いたしましたけれども、後期高齢者医療制度に伴う

特別会計でございまして、主に７５歳以上の後期高齢者の方の保険料徴収に係

るものでございます。 
予算総額は、歳入歳出それぞれ３億２,８００万円であります。 
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主な内容でありますが、歳入におきましては、後期高齢者医療保険料２億６,
９００万円、繰入金５,８８７万８千円などを計上いたしております。 
なお、繰入金の内訳でございますけれども、保険料軽減分としまして５,５００
万円、事務費分としまして３８７万８千円となっております。 
また、歳出では、保険料納付金に伴う後期高齢者医療広域連合納付金３億２,
４００万円を計上いたしております。 
議案第２０号、平成２０年度あわら市金津雲雀ヶ丘寮特別会計予算でございま

すが、予算の総額は、歳入歳出それぞれ５億１,０００万円で、前年度と比較して
９,８９０万円、率にしまして２４.１％の増となっております。 
これは、前年度におきまして実施しました増築工事により、指定介護老人福祉

施設いわゆる特別養護老人ホームにおいて定員を４０人から８０人へ４０床増

床し、短期入所生活介護施設において３人から１５人へ１２床の増床をしたたこ

とが主な要因でございます。 
主な内容でございますけれども、歳入におきまして、措置費収入１億４,３４０
万円、介護保険収入２億７,７０６万６千円，利用料収入７,５０１万１千円など
となっております。 
また、歳出では、養護老人施設費１億５,０５５万２千円、指定介護老人福祉施
設費２億３,１１８万５千円、通所介護事業費５,２４２万４千円、短期入所生活
介護事業費２,２３４万６千円などとなっております。 
議案第２１号、平成２０年度あわら市農業集落排水事業特別会計予算でござい

ますけれども、予算の総額は、歳入歳出それぞれ６,５００万円でございまして、
前年度と比較しまして３００万円、率にしまして、４.４％の減ということでござ
います。 
これは、地方債償還が一部完了したことによります、公債費が減額となったこ

とによるものでございます。 
主な内容でございますけれども、歳入につきましては、使用料及び手数料１,
３７２万７千円、一般会計繰入金３,６９８万２千円などを計上いたしております。 
また、歳出では、事業費１,８４５万２千円、公債費４,００５万９千円などを
計上いたしております。 
次に、議案第２２号、平成２０年度あわら市産業団地整備事業特別会計予算で

ございますけれども、本会計は、古屋石塚地係におきまして約５ヘクタールの産

業団地を整備するもので、予算の総額は、歳入歳出それぞれ１０億８,８００万円
となっております。 
主な内容でございますけれども、歳入におきましては、県補助金３億４,５４０
万円、財産売払収入７億４,２６０万円を計上させていただいております。 
また、歳出でございますけれども、事業費１０億５,８８２万円、公債費７８５
万円などを計上いたしております。 
次に、議案第２３号、平成２０年度あわら市モーターボート競走特別会計予算 
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でございますけれども、予算の総額は、歳入歳出それぞれ２５億４,２００万円
で、前年度と比較しまして１億５,１００万円、率にしまして、５.６％の減と
なっております。 
内容としましては、予算の基本となる勝舟投票券売上額について、一日平均

売上額を１億３７５万円と見込み、所要の経費を計上させていただいているも

のでございます。 
なお、売上金の減少に伴い、競艇基金の取り崩しによる繰入金 ２,３００万
円を計上させていただいております。 
また、平成２０年度よりあわら市開催分に係ります、他場での発売の予定を

いたしております。 
議案第２４号、平成２０年度あわら市公共下水道事業会計予算についてでご

ざいますけれども、まず、「収益的収入及び支出」の「収入」につきましては、

前年度当初予算に比較して、１.３％の減となります、１１億７,８７５万円を
計上いたしております。 
これに対しまして、「支出」におきましても、前年度当初予算に比較しまし

て、２.１％減となります、１１億６,８５１万８千円を計上いたしております。 
次に、「資本的収入及び支出」の「収入」につきましてでございますけれど、

前年度当初予算に比較しまして、１３.５％減となります、９億５,１３２万３
千円を計上いたしております。 
また、「支出」におきましても、６.４％の減となります、１２億６,２３６万
円を計上させていただいております。 
なお、平成２０年度の建設事業は、国庫補助事業分で５億２,０００万円、市
単独事業分で１億円を予定いたしております。また、「収益的収入及び支出」

の営業外収益で、一般会計からの高料金対策補助金１億１,９７４万５千円を計
上させていただいております。 
議案第２５号、平成２０年度あわら市水道事業会計予算についてでございま

すけれども、まず、「収益的収入及び支出」の「収入」についてでございます

が、前年度当初予算に比較しまして、１.０％の減となります、８億８,９１７
万４千円を計上させていただいております。 
これに対しまして、「支出」におきましても、前年度当初予算に比較して、

１.６％減となります、８億８,３２６万５千円を計上させていただいておりま
す。 
次に、「資本的収入及び支出」の「収入」につてでございますけれども、前

年度当初予算に比較しまして、６.３％の増となります、１億４,６２０万円を
計上させていただいております。 
また、「支出」におきましても、４.６％の増となります、３億５,１６６万８
千円を計上させていただいております。 
主な内容としては、老朽管の布設替えなどの配水設備改良費１億３,５００万 
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円、企業債償還金１億５,５００万３千円であります。 
なお、「収益的収入及び支出」の営業外収益で、一般会計からの高料金対策補助

金２億７００万円を計上させていただいております。 
次に、議案第２６号、平成２０年度あわら市工業用水道事業会計予算でございま

すけれども、まず、「収益的収入及び支出」の「収入」につきましては、前年度当

初予算に比較しまして、０.３％の減となります、１,０７３万１千円を計上させて
いただいております。 
これに対しまして、「支出」におきましても、前年度当初予算と比較しまして、

０.４％の増となります、９９６万６千円を計上させていただいております。 
なお、平成２０年度は建設改良等の予定がございませんで、本会計は収益的収支

の計上のみとなっております。 
次に、議案第２７号、平成２０年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計予算でご

ざいますけれども、まず、「収益的収入及び支出」の「収入」につきましてでござ

いますが、前年度当初予算と比較して、４.８％の増となります、１億７,４７４万
７千円を計上させていただいております。 
これに対しまして、「支出」におきましては、前年度当初予算に比較しまして、

１.３％の減となります、１億７,２００万１千円を計上させていただいております。 
次に、「資本的収入及び支出」の「収入」につきましてでございますが、前年度

当初予算に比較しまして、９２.６％の減となります、２２万６千円を計上いたして
おります。 
また、「支出」におきましては、２１.５％の減となります、３,９９２万３千円を
計上いたしております。 
主な内容といたしましては、配水設備改良費１,５８１万７千円、事務費２,２８
０万６千円でございます。 
以上、あわら市各会計及び芦原温泉上水道財産区水道事業会計に係ります、平成

２０年度当初予算の概要を申し上げました。 
十分なるご審議をいただきまして、妥当なるご決議をいただきますようお願いを

申し上げまして、概略の説明とさせていただきます。 

○議長（東川継央君） 暫時休憩いたします。 

    （午前 11時 15 分） 

  

                              （午前 11時 26 分） 

○議長（東川継央君） 上程議案に対する総括質疑を許します。 

○議長（東川継央君） 質疑はありませんか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ２番、笹原幸信君 

○２番（笹原幸信君） それでは、質疑させていただきます。一般会計の当初予算でで

すね、予算書の９ページですけれども、平成２０年度の予算書の歳入では、市税が
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前年度より１億４,０００万円増額されまして、４５億８,０００万円となっていま

す。内容につきましては、個人市民税で５,０００万円、法人市民税で３,０００万

円、これの８,０００万円とですね、固定資産税で６,０００万円、トータル１億４,

０００万円が増額されているわけです。これは、財政課に問い合わせしましたとこ

ろ、先程、補正予算の中でも出てまいりましたが、３月補正で歳入が補正をされて、

大体、１９年度の市税が４６億円になっていると、そういうことから、４５億８，

０００万という市税の見込みを出していると、そういう回答を得たところでござい

ますけれども、１９年度と比較して１億４,０００万円、増額されて、４５億８,０

００万円になってもですね、昨年１０月に長期財政計画を出されております。２０

年度の歳入予定の市税は、４９億２,０００万円となっております。この、長期財

政計画と比較しますと３億４,０００万円も市税が少ないわけです。昨年１０月頃

ですね、これの提示をいただいたのは４ヶ月、５ヶ月で、これだけ、３億４,００

０万円の歳入見込みが変わったのかと、そういうことについて質疑をいたします。 

○議長（東川継央君） 総務部長、神尾秋雄君 

○総務部長（神尾秋雄君） ただ今の、笹原議員のご質問にお答えをいたします。今、 

ご指摘のとおりですね、昨年の長期財政計画と比べて、３億４,０００万円あまり

当初予算の計上額が少ないというこでございます。その原因といたしましては、昨

年の財政計画おきましては、平成１８年度の決算額ですね、これをベースにいたし

まして、若干の増額というものを見込んでおりまして特に法人税につきましては、

１％の増という形で計上いたしたところでございます。しかし、今年度の当初予算

につきましては、１９年度の税収見込額がですね、実際の数字を捕まえまして、法

人税であれば、当初予算から満額計上するのは、非常に危険性がございまして、押

さえ気味に８５％というような計上額になっておるところでございます。また、固

定資産税につきましては、財政計画上は、平成２０年度で市内の企業の大幅な償却

資産の増加があるということで見込んでおったわけですが、現実点では、それも、

ちょっとはっきりしないと、いうような状況でございますので、そういった見込み

の差が約６,０００万円ほど出ておりますし、あと固定資産税、たばこ税、入湯税、

それぞれですね、財政計画の時点で計上いたしました数字よりも押さえ気味に当初

予算は計上いたしているところから、総額では、先程、申し上げましたような３億

４,４００万円の差が出ておるというところでございます。いずれにいたしまして

も、毎年そういう形で前年度の実績を踏まえまして、計算をするわけでございます

けれども当初からそれを満額見込むということはですね、経済情勢が変わった場合

に非常に危険性がございますので、イメージとしては、かなり押さえ込んだ歳入計

上をしていると、それが、見込額どおりですね、歳入があった場合には、財政調整

基金への積み戻しと言いますか、そういう形の調整を行っていると、いうところで

ございますのでよろしくお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ２番､笹原幸信君 
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○２番（笹原幸信君） ただ今、総務部長から答弁いただいたわけですけれども、当初 

で歳入をあまく見ていないと、そういう回答をいただいたんですが、ということは、 

長期財政計画は、歳入をあまく見ていたということなんですか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 総務部長 神尾秋雄君 

○総務部長（神尾秋雄君） 長期財政計画につきましては、平成１８年度、特に法人市 

民税ではですね、前年度の実績、平成１７年度の実績を約２億も上回るような増収

になったわけでございますが、それをベースにしていると、いうことでございます。

現在の時点では、それを１００％にいたしますと、約２～３％、やはり落ち込むの

ではなかろうか、と平成１９年度の決算額見込みといたしましては、そういうよう

なことで、最大限見ていたというのが、財政計画、特に法人税は、１９年度決算で

すべてを捕らえておりますので、そう意味では、一番大きい数字を見込んでいたと

いうことが、今後、どう影響するか、ということでございます。あまく見ていた、

というよりも希望的な意味も含んで財政計画は、作っている面もございますのでよ

ろしくお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ２番、笹原幸信君 

○２番（笹原幸信君） はい、わかりました。希望的ということでお答えいただいわけ

ですけれども、長期財政計画は、市民法人税につきましては、１％づつ、伸びを見

込んでいたというこですわね。ただ今、大変、サブプライム問題とかいろんな経済

情勢の変化で、今までどおりの税収が見込めるかどうか、非常にわからないところ

ですね、ここで、今、１９年度から２０年度まで来るまでに約３億円の予定外のダ

ウンをしたと、平成３０年度までの長期財政計画が出ているわけです。１０年間で

これだけ、これが今、１９年度も４６億いくらでしたか、ここでも、約１億７,０

００万円ほどくるいが生じているわけです。財政計画では、地方税４７億６,００

０万になってますが、今回の補正では、４６億円と、ですから、年３億円くるいが

出てくるれば、１０年間であれば、３０億円のくるいが出るということなんで、そ

ういう点についてはどうお考えですか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君 

○市長（橋本達也君） 財政計画の数字がですね、経済状況の変化によって差がでてく 

るということはご理解いただけると思います。そのことと、当初予算と決算では、

当然、違いがあります。当初予算では、歳入は少なめに見積もってあります。これ

は、どの年度でも当初と決算と比べていただければわかると思います。 

そのこととは、別問題だと思いますので、２つの差が生じる可能性として、２つ

の可能性があるということをひとつご理解いただきたいと思います。 

○議長（東川継央君） ほかに質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（東川継央君） 質疑なしと認めます。 

○議長（東川継央君） ただいま議題となっています議案第１６号から議案第２７号ま 

での１２議案は、お手元に配布してあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の

常任委員会に付託します 

 

◎議案１６第から議案第２７号の一括上程 
・提案理由説明・質疑・討論・委員会付託 

○議長（東川継央君） 議長 日程第２４、議案第２８号、ふるさとあわらサポート条 

例の制定について、日程第２５、議案第２９号、あわら市後期高齢者医療に関する

条例の制定について、日程第２６、議案第３０号、あわら市行政組織条例の一部を

改正する条例の制定について、日程第２７、議案第３１号、あわら市防犯隊設置条

例の一部を改正する条例の制定について、日程第２８、議案第３２号、あわら市特

別会計条例の一部を改正する条例の制定について、日程第２９、議案第３３号、あ

わら市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、日程第３０、議

案第３４号、あわら市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、日

程第３１、議案第３５号、あわら市学校体育館の開放に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について、日程第３２、議案第３６号、芦原温泉上水道財産区水道事

業給水条例の一部を改正する条例の制定について 

以上の議案９件を一括議題とします。 

○議長（東川継央君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君 

○市長（橋本達也君） ただいま上程されました議案第２８号「ふるさとあわらサポー 
ト条例の制定について」から議案第３６号「芦原温泉上水道財産区水道事業給水条

例の一部を改正する条例の制定について」までの提案理由の説明を申し上げます。 
まず、議案第２８号「ふるさとあわらサポート条例の制定について」の説明を申

し上げます。 
平成２０年度の税制改正の中にふるさと納税という制度が盛り込まれておりま

す。これは、自治体に対して寄附を行った場合に、居住する自治体の個人住民税を

優遇することにより、実質的に住民の意思で居住する自治体以外の自治体に納税を

したのと同じ効果を与えるものであります。 
もとより自治体が寄附を受ける際には、条例の根拠を必要とするものではありま 
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せんが、このふるさと納税制度のスタート時点において、市の姿勢を明らかにした、

魅力ある施策を掲げた条例が制定されていることは、全国１,８００近い自治体が横並
びにある中で、自治体の存在感をアピールし、一歩でも抜きん出て、市内外からの寄

附を呼び込む有効な手段になるものと考え、この案を提出するものであります。 
議案第２９号「あわら市後期高齢者医療に関する条例の制定について」は、後期高

齢者医療制度の創設に対応するため、本県においては、昨年、県内１７市町が加入す

る福井県後期高齢者医療広域連合が設立され、この４月から制度がスタートいたしま

すが、この制度のスタートにあたり、広域連合と自治体との役割分担や保険料の納期

等について定める必要がありますので、この案を提出するものであります。 
議案第３０号「あわら市行政組織条例の一部を改正する条例の制定について」は、

職員数の減少とあわせて新たな行政課題に積極的に対応していくため、さらに効率的

で機動的な組織・機構とする必要があることから、この案を提出するものであります。

具体的には、市長室を廃止、総務部に統合するほか、新たに財政部を置くものであり

ます。 
議案第３１号「あわら市防犯隊設置条例の一部を改正する条例の制定について」は、

嶺北消防組合におけるあわら消防団の組織見直しにより、隊長補佐職がなくなること

から、防犯隊においても対応する団長補佐職を削る必要があるため、この案を提出す

るものであります。 
議案第３２号「あわら市特別会計条例の一部を改正する条例の制定について」は、

産業団地整備事業を推進するに当たり、特別会計を設置して実施する必要があるため、

この案を提出するものであります。 
議案第３３号「あわら市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につい

て」は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、国民健康保険税の特別徴

収に係る規定を追加するほか、税率を改正する必要があるので、この案を提出するも

のであります。 
議案第３４号「あわら市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について」

は、議案第３３号と同様、健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、被保険

者の一部負担金等に関する規定等を改正する必要があるほか、現在２万円となってい

る葬祭費の支給額を他市等の状況を勘案し５万円に引き上げるため、この案を提出す

るものであります。 
議案第３５号「あわら市学校体育館の開放に関する条例の一部を改正する条例の制

定について」は、学校教育法の改正に伴い、本条例の同法の引用部分について所要の

改正を行う必要があるため、この案を提出するものであります。 
議案第３６号「芦原温泉上水道財産区水道事業給水条例の一部を改正する条例の制

定について」は、財産区における使用水量の落ち込みにより、収益自体も減少してお

り、これを改善するため、基本料金、超過料金の改定をお願いするものであります。 
基本料金につきましては現行の６８２円から９００円、率にして３２％、超過料金

につきましては現行の１０５円から１２０円、率にして１４．３％の改定となっておりま 
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す。 
以上、９議案につきまして、よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議をいた

だきますようお願い申し上げます。 
○議長（東川継央君） 上程議案に対する総括質疑を許します。 

○議長（東川継央君） 質疑はありませんか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ４番、山川知一郎君 

○４番（山川知一郎君） 今回、国保税の見直しが行われまして国保税が総額６,００

０万円近く、一世帯あたり１４,１７１円増税となる、これは，大変、私としては、

残念に思うところですが、そのことについては、また、一般質問でやらせていただ

きと思いますが、税率の見直しで今まで、私が再三、申し上げておりまして、「資

産割５５％、３７％に減らす」これは、大変、歓迎するところでございまして、そ

の点は、評価をいたしますが、問題はですね、全体としては、今まで応能割と応益

割は、「応能割６０に対して応益割４０」でありましたが、今回は、応益部分であ

る均等割、平等割がいずれも増えまして応能対応益は、５７対４３となっておりま

す。お伺いしたいのは、応能と応益で私は、税は、支払い能力に応じて負担すべき

だと応能部分をむしろ増やすべきだと思っておりますが、これを逆に応能部分を減

らして応益部分を増やしたその考え方、理由について、伺いたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長(東川継央君) 総務部長、神尾秋雄君 

○総務部長(神尾秋雄君) ただ今の山川議員のご質問にお答えをいたします。ただ今の

ご質問、支払い能力に応じて負担すべきであってですね、応能割の比率を逆に応益

割を増やして応能割を減らすべきではないかというようなご質問だと思います。こ

れにつきましては、国民健康保険税につきましては、国からのいろんな基準がござ

いましてその中の３パターンの内のひとつの農村部型のパターンをあわら市は採

用しているわけでございます。その内容といたしましては、所得割額、資産割額、

均等割額及び平等割額という４つの方式によりまして賦課をしているところでご

ざいます。 

  これが、国の基準の割合で申しますと賦課総額の按分方法ですね、応能割額５０％、 

  その内訳といたしまして所得割を４０％、資産割を１０％、それから、応益割、こ

れも５０％ぐらいにいたしまして、その内訳といたしまして、均等割を３５％、平

等割を１５％とこれが基準ですよ、というとで規定をいたしております。しかし、

当市の現状といたしましては、応能、応益割につきましては、応能割が６０％、そ

の内訳といたしまして、所得割額が３４％、資産割額が２６％という形になってお

ります。また、応益割につきましては、４０％でございまして、その内訳が均等割

が２５％、平等割が１５％、という具合になっているわけでございます。従いまし

て、国の基準から言いますと低所得者層に考慮した税率設定という形になっとった

わけでございます。 
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   しかしながら、保険税の考え方の根本にはですね、そもそも、保険税は不均一で

偶発的な事項に対しまして、保険救済のために充てられるものでございますので、

受益に対する負担が考慮されなければならない、そういう意味から国の判断基準割

合が５０・５０となっていたわけでございます。この、負担割合ですね、これを大

幅に逸脱するということになりますと国保税の性格上、適当ではないと考えている

ところでございます。また、県内各市におきましても、今回の税率改正にあたりま

して、この応能・応益割をですね、５０対５０に近づけるように各市が取り組んで

いるところでございます。これらの状況を踏まえまして今回の税率改正につきまし

ては、本年の４月から創設されます、後期高齢者医療制度の支援金等の基礎課税総

額との税率の調整を図りながら納税者の急激な負担増に配慮いたしまして資産割

額を縮小、均等割及び平等割額を若干、増額する形の応能割５７％、応益割４３％、

という形にさせていただいたものでございます。応能割の割合につきましてはです

ね、所得割が現行の３４％からですね、４４％、約１０％増加とういう形になりま

した。 

また、資産割につきましては、現在２６％あるものが１３％ととういうことで、

資産割は、約１３％縮小いたしております。応益割のうちの均等がですね、２５％

であったものが２６％ということで、山川議員、ご指摘のとおり１％拡大をいたし

ております。また、平等割につきましては、１５％だったものが１７％ということ

で２％増えております。そういう意味では、若干、低所得者層に負担が及ぶのでは

なかろうかという意味ではこういった、1％なり２％なりの部分につきましては、

そういう影響がでるかと思いますが、国、全体の考え方の保険の形というのはです

ね、仕組みから言いますとまだ、あわら市はそう言った配慮がなされている国保税

率になっているのではないかと考えているのでよろしくお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長(東川継央君) ４番、山川知一郎君 

○４番（山川知一郎君） 私はですね、今の国の考え方自体が非常におかしいと、今回 

の改定によりまして、担当課で試算をしていただきましたが、夫婦に子供２人、そ

して、固定資産税が１０万の所帯で所得が２００万円の場合、５００万円の場合、

１,０００万円の場合、今回の改定で保険料がいくらになるか、２００万円の場合

は、２６万５,８４０円、５００万円の場合は、４８万１,８４０円、１,０００万

円の場合は、限度額で５９万円、この保険料を所得に対する割合を見ますと２００

万の所帯では、国民健康保険税が１３．３％になるわけです。５００万の所帯では、

１０％弱、１,０００万の所得がある所帯では、６％弱と、これを見ますと明らか

に低所得者に対しては、非常に重い負担になるということは明らかです。１,００

０万の所帯は、所得は、２００万の所帯にくらべて、５倍あるわけですが、保険料

の負担率は、逆に半分程度、２００万の所帯は、１３．３％で１,０００万の所帯

は、６％弱とういうことですから、こういうことが現在もかなり国保の滞納が多い

と思いますけども、これは、ますます、こういう滞納が増える原因になっていくの
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ではないかと、確かに県内の各自治体を調べてみますと、応能、応益５７対４３と

いうのは、２番目に応能が、まだ多い方だと、そういう点では、評価できるかもし

れませんが、私は、根本的には、そういう国の考え方そのものがおかしいという点

で、私は、国の考え方に、合理的な理由は何もないというふうに思いますが、その

点について、再度、伺いたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 総務部長（神尾秋雄君） 

○総務部長（神尾秋雄君） 再度のご質問にお答えいたします。所得の高い、低いの所 

得に対してのこの保険税の負担額というものは、計算するとそういうものになるか

と思います。所得割額１本でいけばですね、所得が１,０００万の人、２００万の

人であれば、当然、所得の多い方が５倍になるわけですが、それに、資産割、それ

から、応益割が入ってくる関係でそういうような形にならないということは、当然

のことでございます。都会の方へ行きますとですね、都市部へ行きますと、いわゆ

る世帯間というものがない関係上ですね、世帯割がない、大都会にいきますと、世

帯割がなくてですね、資産割もない、ということでこれが５０％・５０％でなって

おります。また、中規模程度の都市へ行きますと資産割がなくてですね、所得割だ

け、それから応益割につきましては、被保険者割の均等割、それから、世帯別の平

等割、これは、我々の農村部と同じような比率になっております。ですから、地域

によりましてですね、国もパターンをいろいろ作っているわけでございまして、そ

の考え方といたしましては、いずれも、応能、応益割は５０対５０でございます。

これが、根本的にあわら市としては、どう考えるんかと、いうことにつきましては、

我々の担当レベルではですね、ちょっとご答弁するような材料を持ち合せておりま

せん。 

いずれにしましても、保険というのは、先程もありましたように、国のいろいろ

出しております通達等を見ますと病気等いうのは、すべての人が病気にかかるわけ

でもございません。そういう意味で不均一であってですね、その病気がいつ起きる

かもわからないと、いう意味ではですね、皆さん平等でありますよ、という考え方

ですね、そういうことで、それぞれの受益に対して負担をしていただきましょう。

というのが５０％・５０％の考え方だそうでございます。それ以上のことは、我々

としましては判断がつきませんので、答弁は、控えさせていただきます。 

○議長（東川継央君） ほかに質疑はありませんか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） １５番、宮崎 修君。 

○15 番（宮崎 修君） 議案２８号ふるさとあわら条例の制定について、でございます。

昨日の新聞で、２７日にですね、市長、担当課長会議が行われたということでござ

います。新聞に載っておりまして、先の１２月議会におきまして、一般質問で寄付

金による寄付条例といいますかね、一般質問をさせていただいてとにかく、スピー

ドがこれからが大事だということで、もう何かせかしたというようなこともあった
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かもわかりませんけれども、非常に４月からの施行ということで関係者からですね、

特に旧条例の推進をされている東京の先生が、先日、坂井市でも研究会を開きまし

て、あわら市、えらい早いなとういうことで、あわら市にも一度、条例、ちょっと

見せていただきたいということで来ました。その時に、とにかく、優秀な職員だと

これは、立派なもんやと、いうことをお墨付きをいただきまして本当に私も安心、

ほっといたしました。その矢先にですね、こういう新聞記事がでまして、とにかく、

私といたしましては、どこよりも先駆けてやるとういう姿勢は、非常にこれは、大

事なことでありますので、ただ、県の方に対して、どのようなアプローチといいま

すかね。対応といいますか。事前にそういう話をされていなかったのかどうかね、

その辺と、中身の話をできればお伺いしたいと思います。この県の市長会の話をお

伺いします。以上です。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長室長 長谷川賢治君 

○市長室長（長谷川賢治君） ただ今の、宮崎議員のご質問にお答えいたします。議員の言わ 

れるとおり、ふるさと納税制度が本年の４月から導入されることから一昨日ですが、

県内１７市町の担当者を集め会議が開催されております。会議の内容は、県と県内

１７市町によるふるさと納税推進協議会を立ち上げＰＲの投資と窓口の一本化を

図ることを計画しているとのことであります。まず、ＰＲの統一についてでありま

すが、個々の自治体の機運について独自にＰＲ活動を行うことになると多大な負担

が生じその範囲には、限界があることから協議会として県が持つ豊富な広報媒体を

活用し統一的にこれを展開するとのことであります。次に窓口の一本化についてで

ありますが東京、大阪等、福井県外に在中している方からの寄付の受け入れ窓口を

県に一本化し当該受け入れをした寄付金は、あらかじめ、定めた配分に基づき、県

と市町に割振るというものであります。そこで、県が提示した案についてあわら市

としての考え方でありますが、県の案では、寄付者が県のホームページ等から寄付

の相手として任意の市町を選択し、寄付するとしていますが、寄付金のすべてが、

当該市町に交付されるわけでなく、あらかじめ、定めた割合により、県と市町に分

けて配分されることになります。例えば、あえら市に愛着があり、あわら市の施策

に賛同し全額寄付したいと思っている人の寄付でも県と県の配分としてその一部

カットされてしまうということになります。しかしながら、寄付相手先及び金額に

つきましては、あくまでも、寄付者に選択されるべきであり、県に寄付するもの、

市町に寄付するもの、寄付者の自由意志に任せるべきであると考えます。また、県

の提案する制度では、寄付者を県外在住者に限るとしており県内市町間での寄付や

現に住んでいる市町への寄付は対象としておりません。したがって、県内在住者か

ら寄付については、それぞれの市町での取り組みをしなければならず、寄付の制度

も２本立てになることになります。次に、仮にふるさと納税推進協議会を立ち上げ

たとしましても当該協議会は、ふるさと納税を県内自治体に呼び込むためのＰＲ活

動のために内容と課すべきものでありそういった方向で検討している県もあると
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聞いております。以上のことから、あわら市では、現段階におきましては、県の示

す提案に諸手を上げて賛成することはできないわけであります。なお、県は一昨日

の会議における各市町の意見を踏まえまして、再度、会議を開催するとのことであ

り、最終的にどのような形で県と市町の連携をすることになるのか、現時点では、

お答えできませんのでご了承いただきたいと思います。 

○議長（東川継央君）ほかに質疑はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 質疑なしと認めます 

○議長（東川継央君） ただいま議題となっています議案第２８号から議案第３６号ま

での９議案は、お手元に配布してあります議案付託表のとおり、それぞれの所管の

常任委員会に付託します。 

○議長（東川継央君） 暫時休憩いたします。 

                             （午後 12時 03 分） 

 

 

○議長（東川継央君） 再開いたします。 

(午後 1時) 

 

◎議案第３７号、議案第３８号の上程・提案理由説明・総括質疑・委員会付託 

○議長（東川継央君） 日程第３３、議案第３７号、福井県自治会館組合規約の変更に 

ついて、日程第３４、議案第３８号、福井県後期高齢者医療広域連合規約の変   

更について 

以上の議案２件を一括議題とします。 

○議長（東川継央君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） ただいま上程されました議案第３７号「福井県自治会館組合規 
約の変更について」及び議案第３８号「福井県後期高齢者医療広域連合規約の変更

について」の提案理由の説明を申し上げます。 
議案第３７号「福井県自治会館組合規約の変更について」は、昨年の地方自治法

の一部を改正する法律の施行に伴う規約の変更であります。 
本組合は、規約に収入役の設置規定がなかったことから、昨年の地方自治法の改

正の際に変更を行わなかったものでありますが、今回、新たに会計管理者の規定等

を整備するものであり、これらを変更することについて協議する必要があるので、

この案を提出するものであります。 
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次に議案第３８号福井県後期高齢者医療広域連合規約の変更についてでござい

ますが、高齢者の医療の確保に関する法律施行令の全部改正に伴い、規約における

引用部分、文言等を改める必要が生じたため、これらを変更することについて協議

する必要があるので、この案を提出するものであります。 
以上２議案について、よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議をいただきま

すようお願い申し上げます。 
○議長（東川継央君） 上程議案に対する総括質疑を許します。 

○議長（東川継央君） 質疑はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 質疑なしと認めます。 

○議長（東川継央君） ただいま議題となっています議案第３７号、議案第３８号につ

きましては、お手元に配布してあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任

委員会に付託します。 

 

  ◎議案第３９号から議案第４１号の一括上程・提案理由説明・質疑・討論・採決 

○議長（東川継央君） 日程第３５、議案第３９号、あわら市公平委員会委員の選任に 

ついて、日程第３６、議案第４０号、あわら市公平委員会委員の選任について、 

日程第３７、議案第４１号、あわら市公平委員会委員の選任について、 

以上の議案３件を一括議題とします。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） ただいま上程されました議案第３９号から議案第４１号までの

「あわら市公平委員会委員の選任について」の提案理由の説明を申し上げます。 
これら３議案は、平成２０年５月１０日で任期満了となりますあわら市公平委員

会委員について、あわら市中川第２１号１２番地、坪田健夫氏、あわら市前谷第１

１号２番地、山本光子氏、あわら市国影第２２号１０番地１４、藤本 満氏の３氏

を、それぞれ再任することについて、議会の同意をお願いするものであります。 
３氏は、人格、識見ともに公平委員会委員に適任であると思われますので、よろ

しくご審議をいただきますようお願い申し上げます。 
○議長（東川継央君） 本案に対する総括質疑を許します。 

○議長（東川継央君） 質疑はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 質疑なしと認めます。ただ今、議題となっております議案第３

９号から議案第４１号につきましては、会議規則第３７条第２項の規定により、委

員会付託を省略し、直ちに採決いたしたいと存知ますが、ご異議ありませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 
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○議長（東川継央君） 異議なしと認めます。 

○議長（東川継央君） これより、討論に入ります。討論はありませんか。 

○議長（東川継央君） 討論なしと認めます。 

○議長（東川継央君） これから、日程第３５から日程第３７までの採決に入ります。 

議案第３９号、あわら市公平委員会委員の選任について採決いたします。 

本案を原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

（「賛成者起立」） 

○議長（東川継央君） 起立全員です。したがって、議案第３９号は原案のとおり同意

されました。 

○議長（東川継央君） 議案第４０号、あわら市公平委員会委員の選任について採決い

たします。 

本案を原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

（「賛成者起立」） 

○議長（東川継央君） 起立全員です。したがって、議案第４０号は原案のとおり同意

されました。 

○議長（東川継央君） 議案第４１号、あわら市公平委員会委員の選任について採決い 

たします。 

本案を原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

（「賛成者起立」） 

○議長（東川継央君） 起立全員です。したがって、議案第４１号は原案のとおり同意

されました。 

 

  ◎議案第４２号の上程・提案理由説明・質疑・討論・採決 

○議長（東川継央君） 日程第３８、議案第４２号、人権擁護委員の候補者の推薦につ

いてを議題といたします。 
○議長（東川継央君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 
○市長（橋本達也君） ただいま上程されました議案第４２号「人権擁護委員の候補者

の推薦について」の提案理由の説明を申し上げます。 
本案は、平成２０年６月３０日で任期満了となります人権擁護委員の青木友子氏

の後任に、藤井さち江氏を委員候補者として推薦することについて、議会の意見を

求めるものであります。 
氏は、人格、識見ともに人権擁護委員として適任であると思われますので、よろ

しくご審議をいただきますようお願い申し上げます。 
○議長（東川継央君） 本案に対する質疑を許します。 

○議長（東川継央君） 質疑はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 
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○議長（東川継央君） ただ今、議題となっております議案第４２号につきましては、 

会議規則第３７条第２項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに採決いたした

いと存知ますが、ご異議ありませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 異議なしと認めます。 

○議長（東川継央君） これより、討論に入ります。討論はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 討論なしと認めます。 

○議長（東川継央君） お諮りします。本件はただ今提案のとおり、｢異議はない｣旨の

意見を付したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 異議なしと認めます。よって、議案第４２号、人権擁護委員の

候補者の推薦については、｢異議はない｣旨の意見を付すことに決定しました。 

 

  ◎請願第１号 後期高齢者医療制度に関する請願 

○議長（東川継央君） 日程第３９、請願第１号、後期高齢者医療制度に関する請願を 

議題とします。 

○議長（東川継央君） ただいま議題となっています請願第１号は、教育厚生常任委員

会に付託し、審査することにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 異議なしと認めます。したがって、この請願は教育厚生常任委

員会に付託して、審査することに決定しました。 

 

  ◎請願第２号 米価の安定と生産調整に関する請願 

○議長（東川継央君） 日程第４０、請願第２号、米価の安定と生産調整に関する請願 

を議題とします。 

○議長（東川継央君） ただいま議題となっています請願第２号は、産業建設常任委員

会に付託し、審査することにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 異議なしと認めます。したがって、この請願は産業建設常任

委員会に付託して、審査することに決定しました。 

 

◎散会の宣言 

○議長（東川継央君） 以上で本日の日程はすべて終了いたしました。 

なお、３月６日は、午前９時３０分から会議を開きます。 

本日は、これにて散会します。 

（午後１時 10分） 
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地方自治法第１２３条の規定により署名する 

 

平成２０ 月  日 

議  長 

 

署名議員 

 

署名議員 
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◎開議の宣告 

○議長（東川継央君） これより、本日の会議を開きます。 

○議長（東川継央君） 本日の出席議員数は、２１名であります。 

よって、会議の定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

なお、竹田芦原温泉上水道財産区管理者より、体調不良のため欠席の届けが出て

おります。代理として土守次長が出席しております。 

本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。 

（午前 9時 33 分） 

 

◎会議録署名議員の指定 

○議長（東川継央君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行ないます。 

本日の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、４番、山川知一郎君、

５番、山口峰雄君の両名を指名します。 

 

 

◎一般質問 

○議長（東川継央君） 日程第２、これより一般質問を行ないます。 

◇篠﨑 巌君 
○議長（東川継央君） 一般質問は、通告順に従い、１０番、篠﨑 巌君の一般質問を

許可します。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） １０番、篠﨑 巌君。 

○10 番（篠﨑 巌君） 質問に入る前に一言、前回の１２月議会の中学校建設問題につ

いての一般質問も１番で質問いたしましたが、今回の３点の質問は、前々から質問

しようと取り組んでいましたので、中学校問題が関係者のご理解でようやく一歩踏

み出せたのではないかと思いまして、今回も１番で質問をさせていただきます。中

学校問題については、理事者と議会で考え方の相違はありましたが、あわら市の将

来を考えてのことでそれぞれに考えは、同じだと思います。ただ、市長の学校教育

に対する情熱、熱意、取り組みに対しましては、議員の時代からよく考え方など存

じあげて尊敬しておりましたので、今後ともあわら市の教育を良くする方策につい

ては、大いに議論を深めさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いをいた

します。 

さて、通告してあります、３件について、順次、質問をさせていただきます。1

点目として、芦原庁舎の利活用についてお伺いをいたします。平成１８年６月、庁

舎統合が議会において決定し、平成１９年４月、金津庁舎と芦原庁舎が統合し、金

津庁舎を「あわら市役所」として発足をいたしております。 
この庁舎統合によって、合併効果が一層高まり行政運営の効率化、市民へのサー
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ビスの向上に大きく寄与していると思っております。 
そこで、芦原庁舎の事でございますが、庁舎は築２６年を経過していますが、ま

だ外から見ると立派なものですし、横を通っていても空き家とは到底、思えません。

一般市民も現状に関心を持っております。閉庁後、１年を過ぎようとしていますが、

閉庁後の維持管理費及び防犯対策について、また、私は、芦原庁舎の利活用、有効

利用については、平成１８年の１２月定例会において一般質問をいたしております。

その時の答弁では、閉庁の期間は長くても１年程度を限度と考え１８年度中に活用

の方針を決定し、１９年度中には詳細な活用計画を取りまとめるとのこてでしたが、

その後の芦原庁舎の利活用はどのようになっているか。早急に解決すべきと思いま

すがお尋ねをいたします。 
（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 篠﨑議員のご質問にお答えをいたします。 
まず、閉庁後の維持管理費及び防犯対策についてでございますが、維持管理経費

につきましては、窓口業務を行っている保健センターの経費を除く平成１９年度の

経費として、借地料、空調設備のリース料などで約２,０００万円を予算計上してお
ります。 
また、防犯対策といたしましては、２４時間体制で警備業務の委託を行うととも

に、職員により定期的に庁舎周りや庁舎内の巡回を行い、閉庁された旧芦原庁舎の

安全管理に努めております。 
次に、旧芦原庁舎の利活用策でございますが、議員ご指摘のように、平成１８年

１２月議会定例会における篠崎議員の一般質問に、前市長が、平成１９年度中にお

ける活用計画のとりまとめに意を注がれる旨の答弁をされております。 
当時は、市民の皆さんや職員で構成する芦原庁舎有効活用検討委員会において、

特に庁舎の有効活用という観点からその検討を重ねている最中でした。 
その有効活用検討委員会による検討も、昨年３月にはその結果がまとまり、野田

委員長から報告書が提出されたところであります。 
報告書の内容は、ご案内のように、１階部分を本陣飾りの展示施設として、２階

及び３階部分を生涯学習や文化活動の活動拠点と賃貸スペースとして活用しよう

というものであります。 
しかしながら、この案はあわら市にとってまったく新規の施設であり、合併の効

果を最大限に引き出すという点において、また、費用対効果の点などにおいて、疑

問があることから、この提案を積極的に採用するには至らなかったと伺っておりま

す。 
この案については、昨年６月に開催された議会定例会の総務常任委員会で、担当

課に説明させたところでありますが、委員の皆さんからも費用対効果に対する懸念

が示され、私自身も同様の見解であったことから、同案を一時棚上げし、昨年７月

からさらに視野を広げた対応策の検討に入ったところであります。有効活用検討委
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員会の皆さんには、長時間をかけて検討していただいた案を採用することができず、

この場をお借りしてお詫び申し上げます。 
さて、利活用策の再検討に当たっては、旧芦原庁舎の活用方法が、これまでの検 
討経過や市民、職員などからの意見公募を経て既にいくつかの類型に分類されてい

ること、新たに委員会を立ち上げても際だったアイディアが提示される可能性が低

いことなどから、職員のみによる庁内検討会議を設置することといたしました。 
この庁内検討会議では、施設の有効活用に加え、第三者への譲渡、取り壊しなど

も検討の対象とし、関係法令、費用、技術手法といった実務的な視点からも検討を

加えてきたところであります。 
その結果、昨年末の会議までに、一つは、解体撤去、一つは、老人センターと芦

原南幼児園、北幼児園を統合した総合福祉施設、一つは、統合図書館を核とする生

涯学習センターの３案に絞られて参りました。 
それぞれの概要につきましては、ここでは説明を省略させていただきますが、今

後はさらに綿密な調査と分析を行い、なるべく早い段階でその方向性を打ち出して

参りたいと考えております。 
結果的に、平成１９年度において利活用策を決定するには至りませんでしたが、

旧芦原庁舎の利活用は、あわら市にとって財政に直結した極めて重要な課題であり

ます。軽々に結論付けることは、避けなければならないと考えております。 
しかしながら、ご指摘のありましたように、この課題は、市民の皆さんも大変、

関心のあることだと承知いたしておりますので、今後は、慎重さを心掛けながらも

スピーディに取り組んでまいりたいと考えております。 
（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） １０番、篠﨑 巌君。 

○10 番（篠﨑 巌君） 再質問をいたします。私の意見でございますが、給食センター

や嶺北消防組合の施設としての活用や藤野厳九郎記念館に展示してある資料を移

設して展示施設としての活用も考えられます。答弁では、解体撤去、総合福祉施設、

生涯学習センターの３案に絞って検討するとのことでございますが、この３案以外

には、もう検討の余地はないのでしょうか。また、庁内検討委員会の協議経過を見

ますと福井県の三国土木事務所や坂井健康福祉センターなどが含まれる福井県合

同庁舎としての活用も検討したようですが、早々にこれを断念しているように見受

けられます。その経緯と理由をお示しください。また、財政が厳しい状況にあって

市単独での利活用が困難な場合には、公共利用を図りながらも民間に対し施設の一

部を賃貸又は譲渡するといった第３者利用のことも念頭に置くべきかと考えられ

ますがどうでしょうか。お尋ねをいたします。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長室長、長谷川賢治君。 

○市長室長(長谷川賢治君) 篠﨑議員の再質問にお答えいたします。まず、解体、撤去、

総合福祉施設、生涯学習センターの３案以外に検討の余地はないのか、とのお尋ね
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ですが、そういうわけでは決してございません。利活用策は現点における３案に絞

られているとうことであり、これらに変わるすばらしい代替案が出てくれば、これ

を、検討の俎上に上げることは、至極、当然のことであります。ただし、先程も市

長が申し上げましたように、芦原庁舎の利活用策は、慎重性の中にも迅速性を求め

られる課題であり、案を模索する段階をすでに経過しているのではないかと考える

次第であります。従いまして、時間の経過とともに新しい案が浮上してくる可能性

は、否定はできませんが、いたずらに、これに捕らわれることは、適当でないと考

えていますので、現点における方針にご理解くださるようお願いいたします。 

次に、三国土木事務所や坂井健康福祉センターなどを福井県合同庁舎としての利

用については、県の市町村課を窓口に三国土木事務所長や坂井健康福祉センター所

長とも協議を経てこれを強く要望するとともに県が進める出先機関統廃合の所管

課である県人事企画課長、さらには、県議会自民党の新政会など事務レベルにおい

ても、政治的レベルにおいても、あらゆる機会を通じてあわら市の要望をお伝えい

たしました。しかしながら、福井県では、老朽施設の更新は、現在して行うことを

原則としている上、出先機関の統廃合を通して経費の縮減を図っている県にとって、

光熱水費を除いて年間約２,０００万円の維持費を要する旧芦原庁舎は、移転先の

対象としては、考えられないとの回答を得ております。従いまして、平成１９年１

０月以降の検討会では、福井県による利用とういう案を選択肢から除外し、これ以

外の案について検討を進めてきたものであります。最後に、民間などの第三者利用

を考慮した利活用策につきましては、例えば、老人センターや生涯学習センターな

りに民間の軽食コーナーや売店などを設置することは、施設の利便性を一層向上さ

せるものであることから検討していくことは当然と考えます。また、施設の空きス

ペースを公共施設の目的を阻害しない範囲内で民間企業等に貸し付けることにつ

いても併せて検討してまいりたいと考えておりますのでよろしくお願いいたしま

す。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） １０番、篠﨑 巌君 

○10 番（篠﨑 巌君） 次に、２点目、竹田川改修事業計画についてお伺いをいたしま

す。地球温暖化から世界各地で干ばつ、洪水、高温、気温上昇と異常気象が発生を

しております。中国では、中国南部から中央アジアにかけて寒波で５０年ぶりの大

雪、直接被害額が２兆２,７００億円、被害を受けた農地は、日本の農地の総農地面
積の２.５倍１,２００万ｈａに当ると言っております。 
平成１６年、本県においても７月の福井豪雨、８月の大型台風の上陸で局地的な

集中豪雨により未曾有の災害が発生していますし、平成１８年７月６日～１９日に

は大雨となり、所どころで雨量４００ミリを超え、あわら市においても被害がござ

いました。 
昨年あわら市洪水避難地図が出されましたが、この地図は竹田川、宮谷川が大雨

によって増水をし堤防が決壊した場合の浸水予測結果に基づいて、浸水の範囲とそ
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の深さ並びに避難場所等を示し危険を感じたら早めに避難しましょうという地図

でございます。 
私の地区は、１階の軒下まで２ｍ浸水する地域に入っていますが、また、上重橋

下流だけでも最近、何度か浸水した所が見受けられます。今の竹田川の河川改修は

昭和５６年頃に一部分が改修が行われたままでございますが、その後、竹田川河川

改修事業計画として、三国町汐見からあわら市番田地係まで区間６.４ｋｍ、工事期
間、平成２５年度までと示されています。当管内には、排水機場が８箇所、揚水機

が４箇所ありますが、これらの改修を待ちながら部品交換をしながら使用している

ようございます。 
平成元年には、龍ケ鼻ダムができ貯水容量が８９０万ｍ３の内、洪水調節容量と

して４６０万ｍ３で、昔のように洪水におびえるような事は少なくなりましたが、

近年の異常気象を思うと被害が予想されます。河川の拡張、川底を掘り下げ等によ

り、洪水を流すようにしなければならないと思います。常日頃から河川の安全度を

高め、水防に対する備えを万全にしておく事が行政側の責務でありますので、河川

管理者と連携を密にし、万全な対策を講じていただきたいと思います。平成９年の

河川法改正により河川整備計画と合せて竹田川改修事業工事計画について、現状の

進捗状況と今後の計画についてお伺いをいたします。 
（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） お答えをいたします。竹田川の河川改修事業についてのお尋ね

ですが、竹田川の治水計画は、流域資産の増大に対応するため、昭和４０年前半に

竹田川総合開発事業として策定されております。 
また、昭和５１年９月には九頭竜川水系工事実施基本計画が策定され、これを契

機として、将来計画を見据えた具体的な竹田川河川改修計画の検討が開始されまし

た。 
その後、昭和５６年７月２日から３日にかけての梅雨前線により、竹田川流域で

は大規模な水害に見舞われました。 
この水害を契機として、九頭竜川合流点から金津橋下流部までの約８ｋｍ区間の

河川改修工事が、災害復旧事業として昭和５６年後半から開始され、昭和６１年に

完成いたしました。 
さらに平成２年度には、九頭竜川合流点の坂井市三国町汐見から番田地係のえち

ぜん鉄道橋梁地点までの、約６.４ｋｍ区間の河川改修工事全体計画が、平成２５年度
までの総事業費２７０億円で認可されました。 
また、平成９年に改正された河川法に基づいて、昨年策定された「九頭竜川水系

整備計画」において、今後の整備目標が定められております。 
この河川整備計画の整備目標としては、過去に浸水被害があった河川については、

九頭竜川本川との整合に配慮しつつ、現状で５年から１０年程度の治水安全度を、

概ね１０年から３０年に向上させるため、河道の整備等を行うものとし、九頭竜川



 

 47 

本川に流入する支川については、関係機関等の計画と整合を図ろうとするものであ

ります。 
この中で、竹田川については、下流部の九頭竜川合流点からえちぜん鉄道までの

約６.４ｋｍと、旧金津町市街地の約１.７ｋｍの改修が位置づけされました。 
その整備内容は、議員ご質問の河道の拡幅及び河床を掘削することにより、６.
４ｋｍ区間は概ね５０年に１回程度の確率降雨量による洪水を、また、１.７ｋｍ区 
間は現況規模により洪水を安全に流下する能力を向上させ、市街地における家屋や

公共施設、道路等の浸水を防止しようとするものであります。 
平成元年度に完成した龍ケ鼻ダムにより治水安全度は向上しましたが、その後も、

平成１６年７月の「福井豪雨」、平成１８年の「７月豪雨」とあわら市において浸

水被害が発生しております。 
これらは何れもＪＲ北陸本線橋梁からの上流域、特に田島川流域の下流部に集中

している状況であります。 
この地域の浸水被害の解消としては、旧金津中心街区間の疎通能力を高め、この

区間の洪水を安全に流下させるなどの対策が不可欠であると考えております。 
昨年、あわら市においては、「福井豪雨」の災害を踏まえて、洪水時の竹田川、

宮谷川の浸水想定区域等の情報提供により、災害時における住民の避難、水防活動

等を迅速かつ円滑に行うことで、洪水による被害を最小限にとどめるとともに、防

災意識の向上を図ることを目的とした「あわら市洪水避難地図」を関係各行政区等

に配布いたしました。 
河川管理者である三国土木事務所によりますと、当該河川改修事業の現在までの

状況は、河口から坂井市三国町の栄橋付近までの、約０.７ｋｍの左岸の引提と河床
の掘削が完了し、事業費ベースでは５９.５％の進捗率となっており、現在は栄橋の
仮橋撤去に着手しているとのことであります。 
今後、引き続き兵庫川合流地点までの河床掘削工事を早急に実施したいとのこと

であります。 
議員ご指摘のように、市といたしましては、市民の水防に対する備えを万全にす

るとともに、あわら市工区への改修事業を早期に着工していただくよう県及び国に

対し、さらに強く要望して参りたいと存じますのでご理解をお願いいたします。 
（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） １０番（篠﨑 巌君） 

○10 番（篠﨑 巌君） １６年と１８年、２年づつ洪水がありましたが、今年は、２０

年ということで、大雨洪水の周期に当るような気がします。雨が降ると心配するこ

とがないよう竹田川河川改修、拡幅、川底の掘り下げ整備については、さらに強く

要望をいたします。 

   さて、３点目の質問に入らせていただきます。コミュニティバスについて、今後

の対策についてお伺いをいたします。コミュニティバスは、平成１７年の１１月よ

り、あわら市内６ルートを運行し２年３ヶ月が経過しております。コミュニティバ
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スは、路線バス事業者が運行しない地域を運行し、しかも、運賃は、定額で営利事

業には、そぐわず、交通空白地帯の解消、公共交通の確保という公益的観点から運

行をしております。しかし、平成１８年の実績から見て利用率がもっとも低い路線

は新郷・本荘方面の南ルート２号線で一便当りの乗車数が０.８人、１日当りの利用
者数が３.８人となっております。これは、小学生の通学も含まれておりますので、

これを除くと、まだ少なくなると思いますし、半分近くになるのかと思います。そ

こで、新郷地区、本荘地区を対象にアンケート調査を実施し要望の多かった新郷地

区と本荘地区の連結したルート、細かく言えば、新郷地区から下番、中番を連結し

本荘地区へ直接行けるルートへと１９年の７月に変更をいたしました。しかしなが

ら、当地域は、幹線道路より入ったところにあるところが多い関係からか、また、

昔から交通体系に合せた習慣があるのかもしれませんが、今のところ、乗客数が増

加したようには、見受けられません。営利事業ではなく、公益的観点からの運行と

の見方から、運行していますが、投資費用と効果面から見方も考えられます。資料

によりますと、現在、６ルートありますが、一人当りの投資額は、８００円のとこ

ろ、また、５,０００円かかるところとの差が出ています。このままの状態で続行

するのも、いかがかと思います。そこで、市民が利用しやすい、デマンドバスや福

祉タクシーの導入、または、７０歳以上は、無料にする等、乗客増加が必要だと思

いますが、路線変更後の効果と今後の対策についてお伺いをいたします。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 
○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） お答をえいたします。新郷・本荘方面の南ルート２号線の「路

線変更後の効果と今後の対策について」でありますが、言うまでもなく、地域住民

の日常生活に欠かせない交通空白地帯の解消・公共交通の確保という公益的な観点

から、コミュニティバスの導入を図っているところであります。 
今日までの利用状況につきましては、平成１７年度は５ヶ月で１万７,１５３人、
１月当り３,４３０人。平成１８年度は、４万１,９４０人、１月当り３,４９５人。
本年度は、４月から１月までの１０ヶ月で３万６,１５３人、１月当り３,６１５人
となっており、昨年同期の３万５,０２５人と比較しますと、１,１２８人、率にし
て約３％の増となっております。 
利用者数の少なかった本荘・新郷方面の南ルート２号線は、本荘地区と新郷地区

を連結し、利用促進と乗車時間短縮を図るため、昨年７月に見直しを行ったところ

であります。 

見直し後の利用状況は、８月から１月までの６ヶ月間を前年度と比較しますと、

平成１８年が７０４人、平成１９年が８９６人で、１９２人、率にして約２７％の

増となっております。 
これを本荘地区と新郷地区に分けた利用状況は、次のようになっております。 
まず、本荘地区では、平成１８年の乗車数は３５６人、降車数３６２人、平成１

９年の乗車数４７２人、降車数４６９人で、乗降者数とも増加をしているところで
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あります。 
これらの増加は、主に６５歳以上の高齢者と本荘小学校の児童の利用によるもの

であります。 
一方、新郷地区では、平成１８年の乗車数は９６人、降車数７８人、平成１９年

の乗車数は、１０８人、降車数３５人で、乗車数は増加をしていますが、降車数は

減少しているところであります。乗車の増加は、主に６５歳以上の高齢者の利用に

よるものであります。この状況を見ますと、わずかではありますが、利用者は増加

傾向にあるといえます。 
しかしながら、それでも他のルートと比較しますと乗車率は、まだ低い状況にあり

ますので、今後は、現況の利用度を基に、一定水準以下の利用の低い停留所の廃止

も視野に入れて、運行時間の短縮や、運行ルートの見直しをしてまいりたいと考え

ております。 
なお、見直しにあたっては、予約制のデマンドタクシーの導入と併せて、乗車密

度が低い路線バスの金津本荘線が、県補助金の対象路線から外れる公算が高く、今

後、廃止される可能性があること、さらに、坂井市のコミュニティバスとの両市間

の相互乗入れなど、運行調整をも含めた中で、総合的に進めて参りたいと考えてお

りますので、ご理解をお願いたします。 
（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） １０番、篠﨑 巌君。 

○10 番（篠﨑 巌君） これで、質問を終わりますが、このデマンドバスにつきまして

は、今回は、南ルート２号線を主に質問を行いましたが、他の路線でも時間帯の見直

しをするところもあるかと思いますので、乗る人があっての効果でございますので、

全体的な面でも、今後の見直し対策を検討をお願いいたしまして質問を終わります。 

 

◇牧田孝男君 

○議長（東川継央君） 続きまして通告順に従い、１３番 牧田孝男 君の一般質問を 

許可します。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 
○議長（東川継央君） １３番、牧田孝男君。 

○13 番（牧田孝男君） 通告順に従い、１３番、牧田、一般質問をさせていただきます。

今回、私は、現在の一部事務組合の在り方について、あるいは、今後の方向性につ

いての思いを市長に問いたいというふうに思っております。 

私は、現在、坂井地区介護保険広域連合議会に所属しております。昨年１１月の

終わりに視察研修ということで愛知県にある知多北部広域連合議会を訪れました。

その地方の広域連合及び一部事務組合が、一箇所に集められ、事務局及び議会が単

一の組織となって起動していくことを目指していく、というような説明を受けたわ

けでございます。あるいは、そうすることで、事務組合能率化が図られる、という、

そういう話を聞いてなるほどな、というふうに思った覚えがあります。厳密には、
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広域連合と一部事務組合との間に違いがあるのですけれども、一般的な定義として、

一部事務組合とは、市町村等の事務を共同処理するために設立された組合である、

市町村単独では対応できない、あるいは広域で取り組んだ方が効率的である等の理

由で設立されるものである、ゴミ処理、消防、火葬等、様々な事務処理のために各

地で設立されている。様々な事務処理のために各地で設立されているものである。

そして、自治体を普通地方公共団体というのに対し、市町村同様、固有の議会、固

有の執行機関及び財産を持ち、また条例及び規則の制定権も有しているということ

でありまして特別地方公共団体とも呼ばれております。現在、このあわら市が、組

織として入っている一部事務組合には、三国あわら斎宛組合、年間予算が大体、８

億５,０００万、坂井地区環境衛生組合、同じく、年間予算２億前後、嶺北消防組

合２０億、坂井地区水道用水組合 30 万、及び坂井地区を超えるものとして福井坂

井地区広域市町村圏事務組合あるいは広域連合としては、坂井地区介護保険広域連

合がありますし、そして本年、４月１日スタート予定のものとしては、福井県後期

高齢者医療広域連合とういうものがあります。この問題に関してインターネットで、

一部事務組合の統合というような文言というか、言葉というか、そう言った言葉で

検索してみますと、この問題がいくつかの地域で取りざたされているという現在的

な状況が、よく分かるのであります。例えば、岩手県の奥州市、ここは、人口１２

万８千人くらいなんですけども、と例えば岩手県の奥州市、人口１２万８千人と金

ケ崎町、人口１万７千人ぐらいです。で構成する一部事務組合の場合でも統合に向

けて審議がなされている、と書き込んであります。両市町が統合を計画しているの

は、広域行政組合と消防組合、広域水道企業団の三つの一部事務組合であります。

これに伴いまして、両市町は３組合の統合について､基本方針､効果額等についての

当局からの説明があったわけでありますけれども、共同処理による事業効率化を図

り､あるいは、事務量･議員定数等を考えると５ヵ年のトータル実質効果額は約５,
０００万円に近くなる見込みであるというようなことが書いてありました。それは、

インターネットなんですけれども、あるいは、新聞記事で読んだのが、これは、長

野県の池田町と松川町の場合、それぞれ人口１万人くらいなですけども、両町村で

つくる２つの一部事務組合、「葬祭センター施設組合」と「学校給食共同調理施設

組合」を統合するということが書いてありました。統合して事務の効率化を図る。

葬祭施設組合を解散して、学校給食施設組合が共同処理する事務に葬祭センターの

管理運営を加えるということが可決された、というふうに書いてありました。葬祭

と学校給食の両組合には、両町村でつくる組合議会があり、現在合せて１９人の議

員がいる新組合の組合議会の議員数は、両町村のそれぞれ、４人の８人となる、と

書いてあります。こういうのを読んでいますと、確かにそうすることで事務運営の

能率化が図られます。そして、肝心な事なんですけれども、大きな意味での行財政

改革に繋がるのではないかな、というふうに思います。それから、自治法関係の雑

誌をちょっと捲ってみたんですけども、こういうことも書かれていました。市町村

は、地方分権を担う基礎自治体として自らの判断と責任で各種行政サービスや施策
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を立案実施していくことが求められている。そのためには、行財政改革の観点から

既存の事務処理のあり方を十分に検討していく必要がある。特に、一部事務組合方

式による事務の共同処理については、迅速・的確な意思決定を行うことができない

等の制度的な課題が指摘されているところでもある。地域の課題を総合的に解決す

るためには、地方分権の担い手として十分な経営基盤を有する単独の基礎自治体が

意思決定や事務処理を行うことが望ましい。さらに、市町村数が減少する中、構成

市町村がほぼ重複する組合や単一の事務のみを処理する小規模組合が引き続き存

続するなど、必ずしも広域化による事務の効率化等のメリットが十分に活かされて

いないのが現状である。そこで、市町村にあっては、そういう点に留意して既存の

一部事務組合方式による事務の共同処理の見直しを検討すべきである。等々が書か

れておりました。 
私は、このあわら市を愛していますし、自治体自体の更なる合併については、慎

重でなければならないというふうに思っております。しかしながら、それを前提と

しても上記の観点から事務組合相互の一体化を図ることが必要なのではないか、と

いうふうに思っている者であります。市長はどう考えているか。お聞かせいただき

たい、というふうに思います。 
（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 牧田議員のご質問にお答えをいたします。現在、あわら市が構

成団体となっている一部事務組合としては、福井県市町総合事務組合、福井県自治

会館組合、福井坂井地区広域市町村圏事務組合、嶺北消防組合、坂井地区水道用水

事務組合、坂井地区環境衛生事務組合、三国あわら斎苑組合の７つがあります。 
また、このほか広域連合として、坂井地区介護保険広域連合、福井県後期高齢者 
医療広域連合の２つがございます。 
このうち、４つの一部事務組合と 1つの広域連合が、坂井市との２市だけで構成
する組合となっているものでございますが、私も、議員ご指摘のように、これらを

一元化することにより、能率の向上あるいは経費の節減が図れるものと考えており

ます。しかしながら、嶺北消防組合については、ご承知のとおり平成１８年に消防

組織法が改正されたことにより、消防庁が人口３０万人規模での広域化を進めてお

り、現在、県下でも広域化の議論がなされていることから、この一元化の俎上から

は、はずれることになると思います。 
その他の２市で構成する組合につきましては、すでに坂井市と事務レベルでの検

討を始めさせているところであります。 
私といたしましては、一部事務組合の枠にとらわれず、坂井地区介護保険広域連

合や、障害者介護給付費等支給に関連して共同設置している審査会、坂井北部丘陵

地営農推進協議会なども視野に入れて、幅広い検討を加えていきたいと考えており

ます。 
なお、これに関しましては、議会のご理解、ご協力が必要不可欠の課題でありま
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す。今後、一定の段階がまいりましたらご報告させていただきますので、よろしく

お願いいたします。 
（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） １３番、牧田孝男君。 

○13 番（牧田孝男君） 今の市長のお答えですと、事務レベルでそういうことが進み始

められているということで、これは、初耳でありまして、是非、進めていただきた

いというふうに思うものであります。当然、一部事務組合ということになるとメイ

ンがあわら市と坂井市の間に渡るものを一元化するという軸足になるのではない

かなというふうに思っております。先程の私のインターネットでの検索の中で例え

ば、規模の違いがあってそんなに簡単に比較できるものではないと思うですけれど

も、例えば、奥州市と金ケ崎町の場合にそれをすることによって、トータル実質効

果額は、５,０００万ぐらいになる見込み、とか書いてありまして、例えば、あわら
市、坂井市の場合と比べると全体の少ないところでもそれぐらいの効果があるのか

なというふうに思いました。その辺は、例えば、今のような状態で進んだ場合に、

その効果がどれくらいあるのか、というような事を年頭に置いているのかどうか、

というようなことを一つお聞きしたいのと、それから、それを、もう少し、具体的

に実現する上での議会に諮るところまでのタイムスケジュールみたいなのを考え

ているのかどうかという、２点についてちょっとお聞きしたいと思うんですけど。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 総務部長、神尾秋雄君。 

○総務部長(神尾秋雄君) 再質問に対して答弁をさせていただきますが、昨年、坂井市

と、先程、市長の答弁にございましたように、４つの一部事務組合と１つの広域連

合これをできるだけ、一本化できなか、ということで、お互いのですね、これから、

協議に入っていくということについての意思確認を行った、といういう段階でござ

います。従いまして、経費削減効果でありますとか、そういうものにつきましては、

これから、お互いに検討して結論を出していく問題であると思います。それから、

タイムスケジュール等につきましても、これもまた、具体的にですね、まだ、議論

の段階に入っておりません。あくまでも、今後こういう問題につきまして、坂井市

と共同歩調で取り組みましょう、というような段階でございますので、よろしくお

願いいたします。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） １３番、牧田孝男君。 

○13 番（牧田孝男君） 今の部長のお答えは、取りあえず、意思確認をしたところであ

って、入り口に着いた、端緒についた、ということであるという、言ってみれば市

政表明を出されたということなんだろうというふうに思います。 

   組合を構成する市町村は、ある程度、地域でまとまっていますが、処理する事務

よって、構成市町が少しずつ、異なっていたり、多くの組合が重複して存在してい

たりして、効率化の妨げになっている、と思える。制度的にも、複雑、多様化する
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広域行政需要に十分な対応できない面がある。広域行政機構の事務局体制が弱いし

構成市町村の利害を超えた調整を行うだけの権限がない、広域行政機構の財源は、

構成市町村からの負担金に頼っているため、事業執行のあらゆる面において、構成

市町の意見、利害に左右され、財政基盤が弱い、市町村は、地方分権を担う基礎自

治体として自らの判断と責任で各種行政サービスや施策を立案、実施していくこと

が求められており、そのためには、行財政計画の観点から既存の事務所の在り方を

十分、検討しておく必要があるというような考え方を参考にして総合的になること

によって、より効果化的で効率的な行政運営の実現等の観点から積極的に取り組ま

れることを求めるものであります。 

   例えば、私個人で考えると、今、現在、広域連合として使っているような建物を

事務所として使うのも選択肢の一つではないかなと思ったりもします。あるいは、

現在、それぞれの事務組合が分かれているわけですけども、分かれていることによ

って、沢山の議員諸氏がそれぞれに張りついております。それが、統合化されれば、

そういう出番も制限されるわけなんですけど、しかし、そのことによって、統合化

されて、足腰の強い統合化された議会ができあがるわけでありまして、先程、申し

上げましたように、協力な行財政計画の武器になっていくのではないかなというふ

うに思っております。一部部事務組合は、統合の話にしろこれは、単一の自治体の

枠を越えているところであります。先程の話もありましたように、今、とりあえず

意思確認をしたということだけでありまして、単独のあわら市だけで、考えていけ

ることでは、ありません。坂井市との間で綿密なこれからの具体的な打ち合わせと

いうものが当然待っているわけですけれども、しかし、相互の協力を求めながら、

一歩づつ実現に向かって歩んで行っていただきたい、是非、がんばっていただきた

いという私の意見を添えて一般質問を終わらせていただきます。 

 どうもありがとうございました。 

 

◇穴田満雄君 

○議長（東川継央君） 続きまして通告順に従い、１６番、穴田満雄 君の一般質問を

許可します。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 
○議長（東川継央君） １６番、穴田満雄君。 

○16 番(穴田満雄君) ただ今、議長のご指名がありましたので一般質問をさせていただ

きます。その前に、昨日でしたかね、暦の２４節季では、啓蟄というとことをテレ

ビで言うておりました。啓蟄というのは、どういう意味かといいますと、これ皆さ

んよくご存知のようにその土の中から虫が顔を出してくると、それだけ、春に近づ

いて来たんだと、こういうような、意味合いに取れるそうです。また、今朝ほどは、

朝から雪が降っております。これは、春の淡雪とでもいいましょうかね、段々、春

になって来るにあたって三寒四温という言葉がございます。三日寒い日が続くと４

日暖かい日が来るんだぞ、と、これでもって、だんだん、だんだん春に近づいて行
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くと、こういう意味だそうでございますけれども、先程、同僚議員も言いましたよ

うに先月２月２１日の臨時会においては、学校問題が決着がつきました。２校残す

んだと、大多数の議員がそれに、賛成しました。まあ、あわら市議会にもようやく、

春の芽生えが出てきたなと、私は、こういうふうに取っております。大変、結構な

ことだと、これから、これを一つのステップとして、何事においても、２１人で持

って話合いをして行くと、議論をして行くと、これが大事じゃないかなと思います。

前段は、これぐらいにしておいて、早速、本題に入って行きたいとこのように思い

ます。今程言いましたように、ようやく、中学校問題に決着が着きました。これ言

うならば、将来、開業するであろう北陸新幹線に例えるならば柿原トンネルをでた

新幹線の先頭車の運転席から芦原温泉駅の灯りが見えてきたとこういう捉え方で

きるんじゃないかと、私はそういうふうに思っております。あわら市を誕生させる

べく合併協議会のなかでは、１７回に及ぶ協議を重ねた結果の結論が「芦原中学校

は改築、金津中学校は、大規模改修」となり、これが、あわら市の新市建設計画に

明記されておりました。しかし、前市長が打ち出した芦原中学校と金津中学校を一

つにする統合中学校の建設が平成１８年６月２２日の議会で可決されております。

これで、２つの中学校から１つの中学校、言うなれば、統合中学校になったと、こ

れに対し「２校を守る会」が松木市長のリコール運動開始を平成１９年３月１３日

に決定しております。これを受けて松木市長は機先を制する意味も含めていると思

いますけれども、平成１９年４月３日に統合中学校問題で市政の混乱を避けるため

決断したとして市長を辞職しております。これに対しまして、直ちに実施されまし

た統合中学校か、はたまた、二校存続かの市長選挙は、例え、厳しい財政状況であ

っても自分達の学校を残してほしい、自分達の学び屋である母校を残してほしいと、

こういう強い市民の熱意が平成１９年４月２２日の選挙結果に現れまして、４０９

票という僅差ではございましたけれども２校存続派の現の橋本市長が誕生してお

ります。この橋本市長は、民意を受けまして、中学校問題を早く解決したいという

思いから、平成１９年１０月１９日、昨年に、平成１６年～平成３０年まで１５年

間の財政状況見通しを発表し、その中で芦原中学校の改築費用を３０億円から２５

億円にコストダウン、金津中学校の改修費を約１６億５千万円として、平成１９年

１２月２１日、昨年ですね、１２月定例議会に芦原中学校も改築、金津中学校は、

大規模改修の２校存続を前提としました新市建設計画の変更案を提案されました

が否決されております。その後、市長の２月中に中学校問題を解決したいという執

念が平成２０年、今年の２月２１日開催の臨時議会で芦原中学校は、大規模改修、

耐震診断の結果次第では、一部改築もあり得るを文言を盛り込んだ修正案が可決さ

れ、２校存続の結論がでました。 
ところで、今述べてきたように当市の中学校は、２校存続となりましたが、その

中の文言には、大規模改修、改修、一部改築、と３つの言葉が使用されております。

芦原中学校の耐震診断の結果次第では、言葉の解釈について論争の火種となる懸念

があります。いずれにいたしましても、あわら市にとって大型事業になることは間
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違いありません。 
大型事業の事業費を出来るだけ削減、圧縮することが市民の皆様の負担を軽減す

ることにつながると、私は、確信しております。今程、述べましたように、市長は、

昨年の１０月１９日に平成１６年～平成３０年まで１５年間の長期に渡る財政状

況見通しを発表しております。その中で、芦原中学校の改築費を３０億円から２５

億円にコストダウンしましたと説明しております。この３０億円という数字は、皆

さんすでに、ご存知の様に、旧芦原町時代の芦原中学校改築の設計単価でございま

す。 
しかし、当時の設計上の校舎面積は１１,０８４㎡となっております。浅学非才な
私ですから単純な計算しかできませんが、平米単価、約２７万円という数字が出て

きます。現在の芦原中学校の体育館を含む校舎面積は７,９９２㎡ですから、これに
平米単価、約２７万円を乗じて掛けてやりますと約２１億５,８００万円という数字
がでてきます。この中には体育館面積も含まれていますから、その体育館面積分、

約３億８,３００万円になりますけれども、これを差し引きますと校舎の改築費だけ
で約１７億７,５００万円という数字がでてきます。 
同様に金津中学校の改築費を芦原中学校の改築単価で計算してみますと約２６

億９,０００万円となり、体育館のみの改築では、約７億２，５００万円となります。
また、生徒数の減少という角度から見てみると芦原中学校は、昭和３８年の新築開

校時、９７３人の生徒数が平成２０年には、３９６人で約４０.１％の減少、それか
ら、金津中学校は、昭和３９年の新築開校時、１,２３４人の生徒数が平成２０年に
は、５５５人で、約４５％になります。それぞれ、生徒数も半数以下、５割以下に

減少しています。そこで、市長にお尋ねをします。 
まず一つめですけれども、芦原中学校の建築費を３０億円から２５億円と５億円

コストダウンしておりますが、この根拠はどこにあるのか。それから、二つ目です

けれども、現在の生徒数を基準で試算すると芦原中学校の改築費は、どれくらいと

試算されるかと。それから三つ目でが、両中学校の教室の広さは、約９ｍ×７ｍで

約６３㎡となっていますが生徒数の制限、いわゆる、生徒密度といいますか、こう

いう制限はあるのかどうか。この三つについてお尋ねをいたします。 
（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 
○市長（橋本達也君） 穴田議員のご質問にお答えをいたします。先ず、昨年１０月に

発表いたしました財政見通しの中での、芦原中学校の改築費用２５億円の根拠につ

いてのお尋ねでございますが、この金額は、芦原町時代に設計された３０億円を基

に試算したものでございます。 
具体的には、平成１５年に比較して、コンクリートなどの工事材料の単価が当時

より下がっており、その見直しで約１億４千万円、体育館のドーム屋根及び外装の

タイル張りの見直しで約１億円減額をさせていただきました。 
また、校舎では、内装、建具、空調関係の見直しで約２億円、駐車場、中庭及び
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グランドなどの外構工事関係で約７千万円の減額見直しをいたしました。 
一方、追加工事の部分では、解体におけるアスベスト処理が当時の設計に盛り込

まれていなかったため、約１千万円を追加した結果、当初より５億円減額の２５億

円と試算したものでございます。 
次に、現在の生徒数を基準とした場合の芦原・金津両中学校の建築費の試算につ

いてのご質問にお答えをいたします。 
試算の方法については、改築面積に平米単価を乗じて求めるのが一般的であり、

現在、両中学校でも十分な面積が確保されていることを考慮すると、議員が試算さ

れた金額については、的を射た試算金額であると感心させていただいたところであ

ります。 
しかし、現在の学校建築は、多様な学習空間の創設や、バリアフリー化及び情報

化への対応、さらには環境教育への対応など、あらゆる教育施設・設備の整備を行

わなければなりません。 
また、生徒数が半分以下になったとしても、１学級の生徒は少人数化しており、

普通教室及び特別教室の面積は変わりません。むしろ、廊下などの共有面積は、従

来より余裕をもたせた構造となっているようであります。 
言い換えると、学校の改築は、個々の学校においてどのようなコンセプトを持たせ

た教育環境を整備するかといった、基本設計をまず行わなければなりません。 
その結果、建築面積が決定し、併せてどのようなグレードで設備を整えるかによ

って、総建築費が決定されるものでございます。 
お尋ねの現在の生徒数を基準とした場合、今回試算させていただいた､芦原中学

校の２５億円の試算は、各学年５学級の１５学級で積算されております。 
そして、来年度は１年生が５学級、２年生が４学級、３年生が５学級の計１４学

級が予定されていることから、現段階で設計されたとしても、概ね同程度の面積、

同程度の建築費で積算されるものと考えております。 
また、金津中学校につきましては、過去において、改築の想定での基本設計は行

われていないことから、現段階での試算は行うことが困難でございますので、ご理

解をお願いします。 
最後に、１学級当たりの生徒数の制限についてお答えをいたします。 
福井県では、平成１７年度より、「元気福井っ子笑顔プラン事業」に取り組んでお

ります。 
この事業は、１学級の少人数化を図り、最終年度の本年度には、国の基準である

４０人に対して、中学１年では最高３０人、２年、３年で３６人学級としたもので

ございます。 
さらに、平成２０年度より取り組む「新笑顔プラン事業」では、初年度の中学２

年生、３年生の１学級を３５人とし、目標の平成２３年度では、３２人学級の少人

数化を実現することとしています。 
従いまして、平成２０年度は、１年生の３０人、２年生、３年生の３５人が１学
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級の生徒の制限であり、教室面積での生徒数の制限はございませんので、ご理解を

お願いいたします。 
（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） １６番、穴田満雄君。 

○16 番(穴田満雄君) 今程、市長答弁でお誉めをいただきましてありがとございました。

それでは、ここで、お隣の坂井市にあります建築されてから４、５年ですかね、丸

岡南中学校のことについてちょっと紹介しておきます。丸岡南中学校は、平成１９

年度で見てみますと生徒数が３９１人、クラスの数が１３クラス、それから、校舎

面積と体育館面積を合せてやりますと、約９,０００㎡となっております。この、

建築単価を調べてみますと、校舎、あるいは、体育館とも平米単価が約２５億３千

万円となっております。そこで、市長にお尋ねしますが、今程、市長の答弁のなか

にありましたように芦原中学校は、旧芦原町時代の平成１４年に実施設計、約３０

億円ですね、約３０億で芦原中学校を建てましょうという実施設計をやっておりま

す。その時の校舎面積が１,１８４㎡とこのようになっております。今程、言いま

した、丸岡中学校が生徒数３９１人で約９,０００㎡と、そうしますと、仮にです

よ、芦原中学校を平成２３年の開校とした場合には、芦原中学校の生徒数は、３３

３人と、先程、言いました。昭和３８年の開校時は、９７３人いたんですけれども、

３３３人、約１／３に落ち込んでしまっていると、そんな中で、校舎面積が１,１

８４㎡という校舎面積は妥当かどうか、市長は、どういうお考えを持っておられま

すか。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 先程もお答えいたしましたけれども、基本的にはですね、それ

ぞれの自治体がその学校をどのようにしていくのか、という基本的な意思決定だろ

うと思います。そういうふうに考えますと確かに今、ご指摘になりました、丸岡南

中学校と比較しますとやや広めになろうかと思います。これがですね、妥当かどう

かということは、これは、今、改築を前提としたお話でなろうかというふうに思い

ます。仮に、改築ということを前提といたしました場合に、これが、贅沢かどうか

というのは、多少、検討の余地があるのかなとは、思います。ただし、これも、先

月の議会で議会がお決めになりましたようにそういう結果がありますので、今、こ

の時点で改築を前提としたことについてですね、私の方から具体的なことをあまり

金の話とは言えですね、申し上げることは、これは、差し控えをさせていただきた

いというふうに思います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） １６番、穴田満雄君 

○16 番(穴田満雄君) 市長に誠に失礼な質問をしたかと思いますけれども、一つご了承

の程お願いしときます。今程、話が出ていますように、先月、２月２１日の臨時議

会のなかで議員発議の修正案が可決されました。これは、２校存続となりました。
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これは、芦原中学校も金津中学校も残してやりましょうと、こうふうになりました。

その文言の中には、大規模改修、あるいは、一部改築、あるいは、改修とこの３つ

の文言が残りましたけれども２つの中学校を残すんだと、これは、大多数の議員さ

んが賛成してくれたとこうふうな結果に出ております。そこで、私は、もう少し、

自分なりに、浅学非才な頭かしか持っておりませんが、自分なりに財政シミュレー

ションをやってみました。何故、これをやったかと言いますと２つの中学校を残す

ならば、新しい中学校、芦原中学校も改築、金津中学校も改築して残してやりたい

と、将来的には、市長も就任のあいさつのなかで言うてました。合併後、あわら市

と一番近い坂井市を多分ターゲットにしているじゃないかと思いますけれども、合

併がありゆると、合併をしていきたいと、そんな中であわら市は、財政状況は厳し

いけれども教育問題には、力をいれてきたんだぞと、こういう、デモンストレーシ

ョンというですかね、そういうことも私は、大事じゃないかと、そういう観点から、

私、シュミレーションしてみました。それで、今程、言いましたように生徒数です

ね、これ、芦原中学校の新築開校当時は、９７３人いた生徒が平成２３年の開校に

してやりますと、これが、３３３人、約３４.２％にまで減少してしまうと、それ

と、金津中学校ですが、これも、新築開校時は、１,２３４人いた生徒が平成２３

年度の開校にしますと５１５人に減少してしまうと、金津中学校の場合は、４１.

７％になってしまうと、こんな中で、平米単価２７万円と丸岡南中の平米単価２５

万３千円でそれぞれ計算してやりますと、芦原中は、７,９２２㎡ありますけれど

も、私、頭が悪いもんですから、８,０００㎡、それから、金津中学校は、９,９６

７㎡ありますけれども、これを１万㎡。基礎数字をこのように置き換えて計算して

みました。それで、芦原中学校の場合は８,０００㎡の８割ですね、金津中学校も

８割まで、２割の校舎面積を減少していこうと、少なくしていこうと、こういうも

とで計算しますと芦原中学校は、８割ですから、６,４００㎡にあります。また、

１万㎡の８割ですから、８,０００㎡になってくると、それに、芦原中学校の場合、

６,４００㎡に約２７万円を掛けてやりますと、１７億２,８００円という数字が出

てきます。金津中学校の場合は、８,０００㎡に平米単価約２７万を掛けてやりま

すと、２１億６,０００万円とこういう数字が出てきます。これ２つ足してやりま

すと３８億８,０００万円、こういう数字になります。何故、私、数字にこだわる

かと言いますと、先程来、私、話ましたように、昨年の１０月１９日に橋本市長は、

財政状況見通しを出しました。その中で、芦原中学校の改築費を２５億円、金津中

学校の大規模改修、耐震も含めた改修なんですけれども、これを１６億５,０００

万とこういう数字を発表しております。これ２つ足してやりますと、４１億５,０

００万円になります。ですから、私は、この４１億５,０００万円の数字を一つの

目標としまして、それから下、それよりも下げる数字を私は、私なりに検討してみ

たと、こういうことです。それと、もう一つ、今程、何回も私、言うてますけど丸

岡南中の建築単価、平米単価が約２５億３,０００万円ですからそれぞれ、これ、

今の面積に掛けてやりますと、芦原中学校の場合は、１６億１,９００万円、それ
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から、金津中学校の場合が、２０億２,４００万円とこういう数字になります。こ

れ金津中学校と芦原中学校これも足してやりますと３６億４,３００万とですから、

今程、言いましたように市長が昨年の１０月に出しました財政状況とは、丸岡南中

学校の単価で計算してやりますと約５億、財源を圧縮できて、２つ中学校を新築で

きると、こういう計算になります。これは、あくまでも単純な計算ですけれども、

そこで、市長あるいは、教育長にお尋ねしますけれども、今程、言いました、確か

にあわら市だけじゃありません。今、日本は４７都道府県ありますけれども、その

中で財政にゆとりの持っているのは、東京都ぐらいです。他の４６道府県は、どの

自治体もそれなりに、厳しい財政状況にあります。そんな中で、今程、言いました

ように、２つの中学校を残してやりたいと、どうせ残すならば、差を付けない、格

差のない、新しい２つの中学校を残してやると、そういう観点から私、今、計算し

てみたんですけれども市長、あるいは、教育長、これに対して答弁ができたらお願

いします。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 先程もお答えいたしまけども、先月の議会決定がありますので、

それを超えるようなですね、ことに関しての答弁は、なかなか正直、難しいところ

がありますので、それを先ず、ご理解いただきたいと思います。今、例えば、丸岡

南中学校の平米単価を基にして計算した場合、金津も芦原も両方改築しても返って

安くなるのではないか、というご指摘だと思います。確かに、そういうことが、実

際問題として可能であれば経費的には、ご指摘のとおり下がるのかな、と思います。

ただ、先程も申し上げましたように学校はどういうコンセプトでどのようなレベル

でどのような教育を施すための施設するのかというのは、それぞれ自治体の判断だ

ろうというふうに思います。それからですね、今のようなご議論は、もう少し早い

段階でですね、していただければ大変ありがたかったかな、というふうに思います。

それともう一点、どのような規模の学校を今から整備するにしても合併特例債を利

用しないとですね、これは、やっぱり、難しいと思います。これは、合併特例債の

利用というのが前提になろうと思います。現段階におきましては、合併特例債の対

象になる新市建設計画の中では、金津中学校は、改修、芦原中学校は、大規模改修

というふうになっておりますし、つい先日、これを総務省の方にも届けたとろこで

ございますので、どうか、その辺は、ご理解いただきたいというふうに思います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） １６番､穴田満雄君。 

○16 番(穴田満雄君) もう時間が６分少々しかありませんので、後は、簡潔に物を言っ 

ていきたいと思います。今、市長もいみじくもこういう話はもう少し早く出してほ

しかったと、いや、私も出そうかなと思って考えていたんですよ。ですけれども、

２校存続を最低限の目標とするためには、やっぱり、２１人の議員の皆さんが一つ

にならないとだめだと、私があえてこういうやね、問題提起していきますとまとま
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る話でもまとまらない方向に行ってしまうんじゃないかと、私は、そういう危惧を

感じたもんですから、あえて出しませんでした。それで、理事者の皆さん、議員の

皆さん、あるいは、傍聴者の皆さんも、よく聞いてください。あわら市民３１,０

００人の市民の皆さん、平等なんです。平等の扱いをするのが当然なんです。まし

てや、子供は将来のあわら市を背負って立ってくれるあわら市の宝物でございます。

ですから、金津中学校は、改修だ、芦原中学校は、耐震診断の結果によっては、一

部改築だなんて、こんな見識の狭い話は私は、やめていきたいと、今程言いました

ように、同等な扱いをしてやる、平等な扱いをしてやると芦原中学校も改築する、

金津中学校も改築する、これが、本当にこれからあわら市を背負って立ってくれる

子供のために繋がるんじゃないかと、また、今、いい時に我々２１名の議員は、い

い時に議員をしております。何故かと言いますと、こんな、２つの中学校を建てる

なんていうことは、４０年先、５０年先でも、おそらくない話ではないかと、それ

から、今、あわら市内の小学校の７つ小学校の耐震改修に１３億６,０００万円の

予算計上をしております。ですれけれども、皆さん、この前、市長もあるいは、理

事者の皆さんも答弁しております。大規模改修、耐震改修をやっても２０年ぐらい

が限度なんですよと、そうしますと、今、芦原中学校と金津中学校を建てなかった

ら、これは、永久に芦原中学校も金津中学校建たないと端的な比較になりますけれ

ども、その時には、必ず、あわらにある７つの小学校、これは、もちろん、再編、

統廃合でいくつなっているかわかりませんし、２０年後の話をするのは、「穴田、

お前、命がないぞ」と言われてもそれまでのことですけれども、今程、言いました

ように議員冥利につきるんだと今、我々は、いい時期に議員をしてるんだとこうい

うプラス思考で考えるならば、私の発想も言うなれば、とてつもない、突飛もない

発想じゃないと、私は、そうのうように確信しております。それと、今程、市長も

言いました、平成２５年の３月までは、合併特例債が使えます。財政状況見通しの

中でも、９４億２００万円、市長は使いますよと、言うております。これは、通常

債とは違うんです。今さら言うまでもないことなんですけれども、７割は、国から

普通交付税として還元されてきます。ですから、このチャンスを逃したら、二度と

永久に二つの中学校を立て替える、改築する、新築することは、できないと思いま

す。ですから、今程、言いました、理事者の皆さん、議員の皆さん、大いに知恵を

出しましょう。汗を掻きましょう。そして、子供が幸せになる、あわら市が発展し

て行く、活性化して行く、一つの源を私は是非、作ってみたいと、私は、こういう

願いでもって今日は、一般質問に立ってみました。それでは、これで、私の一般質

問を終わります。 

○議長（東川継央君） 暫時休憩します。 

（午前 10時 57 分） 
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◇笹原幸信君 

(再開 午前 11時 12 分) 

○議長（東川継央君） 議長 続きまして通告順に従い、２番 笹原幸信 君の一般質

問を許可します。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ２番、笹原幸信君。 

○２番（笹原幸信君） 通告順に従い、一般質問をいたします。質問は、２つございま

すので、１回目に２つとも質問をさせていただきます。まず、質問に入る前に、先

程、同士の市政会の篠﨑議員よりお話ありましたように中学校問題が何とか解決に

向かって議決された、いうことで、今ままでは、私は、中学問題、財政問題に固執

して質問をしてまいりました。今回、そういうことで、通常の質問をさせていただ

きます。 

まず、中高一貫教育に関してということで質問をさせていただいきます。中高一

貫教育校入学者選抜が金津高校において今年初めて実施され、今回の第一期生には

芦原中より２１人、金津中より２５人の計４６人の一貫コースを志願した生徒全員

が合格したということでありました。合格した生徒のインタビューをテレビで見ま

したが、はっきりした将来への目標を持っているためか、喜びにあふれ目を輝かせ

て質問に答えていたのが大変印象に残っております。このことが今回の一般質問に

取り上げた理由であります。 
金津高校は昭和５８年設立され設置学科は普通科と情報処理科と経理科があり

ます。歴史が比較的浅い高校ではありますが普通科は国立大学への進学も多く２０

年足らずで藤島、高志、武生高校の御三家に次ぐ進学校へと急成長したとホームペ

ージに出ておりました。これまで、金津高校の発展に寄与されました関係各位のご

尽力に対して深く敬意を表する次第であります。 
平成１７年度からは、金津高校と金津中学校、芦原中学校との３校が「中高一貫

教育実践校」として指定を受けました。このことを受け平成１９年度から芦原中学、

金津中学に 3年生各１クラスの連携クラスが設置されました。 
この福井型中高一貫教育、市町立中学校の連携クラスを県立高校の一部のクラス

にスライドする制度が充実したものとなるように、３校の教職員と生徒たちが交流

を図りつつ研究を進めているということであります。 
この一貫教育の最大のメリットは、子供達の選択肢が増えたということと、一般

の中学と違って進路選択が１年早くなり、将来の目標を早くたてることができ、将

来大学進学を目指して金津高校へ入りたいという子供達を中学校の段階から指導

するというのも大きな特徴であります。 
今回連携クラスの子供たちは中学３年生時点から芦原中２１人、金津中２５人で

各１クラス編成の小人数教育を受けまた、高校教員による学習指導も受けておりま

す。授業内容も通常クラスと比較すると選択の時間に、週に必須科目を前期で国語
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１時間、数学２時間、英語１時間の計４時間、後期で国語１時間、数学２時間、英

語２時間の計５時間、の授業を受けているとのことでした。 
特に数学においては、中学から高校に上がった最初の時点で大きなギャップがあ

りこの為に数学嫌いの子供ができるとのことで、このギャップをうめるため中学３

年生の時点で高校の授業の先取りをした取り組みをし、抵抗なく高校の授業に入っ

て行けるように指導しているとのことでありました。 
もうひとつのメリットは、例えば中学２年生の時は６クラスで編成されていたの

が３年生になると連携クラスが１クラス増え計７クラスになるため連携以外のク

ラスに於いても少人数教育が実施でき、きめ細かい対応ができるとのことで、子供

達全員に波及効果があるということでした。 
次に、金津高校の方からみれば県の高校における１クラスの生徒数の基準は３８

人となっています。 
２０年度は藤島、高志高校とも３８人の９クラス、丸岡、三国高校の普通科も３

８人の５クラスとなっています。一方金津高校においては今年４月に入学する連携

クラスの生徒は４６人ですので、１クラス２３人の２クラス編成となり、県下でも

最小人数でクラス編成されるため最高の教育環境になります。また、他の普通科の

クラスも２０年度は３２人編成になるということで県の基準を大幅に下回ってお

ります。なお、現在のクラス編成は、各学年とも３８人であるというこでございま

す。 
   今年、連携クラスを選択した２期生の生徒は芦原中１９人、金津中が２６人とな

っており人数は横ばいということであります。 
   市長は議員の時は、中高一貫について消極的であったように思われますが、現時

点では、どう思われているのかをお伺いしたいと思います。 
西川知事は、少子化が進む中で県立高校の生徒数の適正な規模についての検討に

着手する考えを表明し、高校教育問題協議会に諮問し年度内に答申を得る方針であ

ります。県立高校の規模は、５００人～１,０００人が望ましいとなっていますが、
５００人を下回る高校もあり生徒数があまりに少なくなると、活性化が保てなくな

る学校も出てくるという問題があるということで、３０校ある県立高校の再編をに

らんだ検討となるということが新聞に出ておりました。 
幸いにも金津高校の生徒数は、１９年度７８５人、２０年度は７４４人の予定で

５００人を切ってはおりませんが普通科だけでみれば、５００人強であり、伝統が

短い面からみれば再編の波にもまれることも懸念されます。 
そのことを鑑み県の推奨する中高一貫教育を選択したという経緯もあります。 
あわら市唯一の大変、大事な高校を今後、維持してゆく方策をどのようにとられ

てゆくのかをお伺いしたい。最後に併設型つまり金津高校付属中学校構想について

は、今までは県へ要望をしてきましたが現在は要望をしていないと聞いております、

どのようなお考えを持っておられるのかをお伺いをします。 
（｢議長｣と呼ぶ者あり） 
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○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 
○市長（橋本達也君） 笹原議員のご質問にお答えをいたします。あわら地域の中高一

貫教育の取り組みについては、今ほど議員がご説明されたとおり先生方のご尽力も

あって、各所で着実に成果が上がっているとお聞きをしております。 
しかし、中学２年の１２月時点での進路決定などに課題もあるようであります。 
今後は、諸課題にも眼をそらすことなく、一歩一歩、実績を積み上げながら、当

初の目的である「中等教育６年のつながり」､「芦原・金津の両中学間の交流及び

両中学と金津高校間の交流」､「ゆとりを生かして自己実現」の目的達成のために、

関係者が一層の努力をしていかなければならないと考えているところでございま

す。 
次に、県立高校再編の中で、金津高校の現状と今後の方策についてのご質問にお

答えをいたします。 
議員ご指摘のとおり、県教育委員会は、昨年１２月１１日に高校問題協議会に対

して、「望ましい高校の規模と配置」、「社会ニーズに対応した職業系学科の在り方」、

「定時制・通信制課程の在り方」の３点を諮問いたしました。実質的には、これを

もって、県内３０校ある県立高校の再編協議がスタートしたものであります。 
私も、議員同様、伝統と歴史のある学校がそろった中での再編であり、金津高校

にも影響を及ぼすものと考えています。 
しかし、急激な高校再編などの教育改革は、地域はもとより、子どもたちを惑わ

すものであり、注意深く協議の進展を見ているところであります。 
このような中で、あわら市にとって、金津高校は、なくてはならない学校である

とともに、さらに充実・発展させなければならないと考えております。 
今後も金津高校育成会などを通して、支援するとともに、県にも当市の考え方に

ついて理解を求めて参りたいと考えております。議員各位におかれましても、ご理

解とご協力をお願いいたします。 
最後に、「併設型中高一貫教育への県に対する要望」については、昨年の１２月

定例会の一般質問においても答弁させていただきましたが、昨年度までは、市の要

望として金津高校に併設中学校の設置を要望して参りました。 
しかし、現在の県教育委員会では、中高一貫教育の成果を見守りたいというのが、

基本的スタンスであると聞き及んでいます。 
このような中、当市といたしましては、現行制度の成果を十分見守りながら、両

中学校にとってさらに充実した中高一貫教育となるよう、今後も県と連携をしなが

ら推進して参りたいと考えておりますので、ご理解をお願いいたします。 
（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ２番、笹原幸信君。 
○２番（笹原幸信君） ただ今、お答えいただきました中で、中学２年の１２月時での

進路決定等、課題も見られるということでお答えをいただいたんですが、もう少し

具体的に教育長、教えていただけないでしょうか。 
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（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 教育長、寺井靖高君。 
○教育長（寺井靖高君） 笹原議員の再質問でございますが、１２月の時点での進路選

択に課題があるということでございます。この制度、子供達にとっては、初めての

ことでございますので、まだ、十分に意識が高まっておらない、というふうなこと

もあるんではないかと思っております。中高一貫までの応募、出願までには、生徒

や保護者の方への説明会を２回、進路希望調査を３回実施しておりますが、また、

十分な進路指導を行っておりますが、何分にも、２年生の３学期で進路を決める、

という話でございます。よそでは、一応、３学期の終わり頃から３年になって高校

を目指して取り組むという形でそこら辺りにまだ、子供達の意識が高まってきてな

い。この選択の時期を幾分、少し遅らせたらいいのではいか、ということが課題と

して挙げられております。これらについては、協議会で検討して少しずつ改善しな

がら歩きながら、考えながら、進みたいというふうに思っておりますのでご理解を

いただきと思います。 
（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ２番、笹原幸信君。 

○２番（笹原幸信君） 今、ご回答いただいたんですが、これは、出す方の意見ですね。 
受け入れ側の意見としましては、早くに進路を通常であれば３年生になってから、

後半に判断をすると、しかし、受け入れ側から見れば、早く子供達が進路を選択し

て高校へ入ってもらう方がよろしいと、そういった、金津高校側のご意見は、そう

いうふうになっているわけです。ですから、指導されているというんですが、それ

を前倒しして指導されるということは、考えておられます。２年生の進路決定する

までにある程度の指導をしていくような方法は考えておられますか。 
（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 教育長、寺井靖高君。 

○教育長（寺井靖高君） 現時点では、よその中学校よりも早めて進路指導、キャリア

教育を芦原、金津、両校とも進めております。ですが、制度的には、初めてのこと

をやっていますし、そこら辺りがまだ、子供達が十分に期を熟していくというんで

すか、２年生の終わりくらい待てれば、もう３年生が卒業しますので、「さあ自分

達はこれからだ」という意識になるかと思いますが、そこら辺りに多少ずれがある

ということでございます。これにつきましては、高校側は早く定員を決めたい、中

学校側は、できる限りもうちょっと３学期の後半でもいいんじゃないというような

こともございますので、そこら辺りが今後の課題を解決していく方法だというふう

に思っております。 
（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ２番、笹原幸信君。 

○２番（笹原幸信君） 市長、すいません。先程、私の質問の中で同じ議員をしてまし

た時に市長は、ちょっと消極的な感じということで質問させていただいたんですけ
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ど、先程、お答えを聞いてますと、どういうか漠然としてますんで、どういうふう

な、お考えかもう一度聞かせていただけますか。 
（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 
○市長（橋本達也君） 確かに、議員時代にですね、中高一貫教育の動議には、私は、

反対をしておりました。当時、中高一貫教育の導入に積極的に賛成される議員は、

当時は、一人もいなっかたように記憶をしております。それは、いろいろと懸念さ

れることがありましたので反対をおりました。ただ、これは、もう中高一貫教育は、

導入をされました。数年たっております。私は、特に、義務教育の間というのは、

子供達は、非常にデリケートな時期だと思います。従いまして、あまり急激なです

ね、教育システムの改正というのは、決して、子供には、よろしくないというふう

に思っております。従いまして、逆に申し上げますと、仮に、中高一貫教育が良く

ないというふうに仮に考えていたとしても、それをもう一回、元に戻すというよう

なことは、これは、決してやるべきではないと、それは、子供達にとって良くない

というふうに思っております。先程もお答えいたしましたように、導入された制度

の中で先生方もいろいろとご努力をいただいておりまして、結果的にですね、いろ

いろと良い効果も出ていると、先程、笹原議員がご指摘になったような良い面もで

ているということですので、その辺をさらに発展をさせるようにですね、むしろ、

今は、協力して支援をしていくべきだというふうに私は思っております。とにかく、

あまり子供をいろんな制度を変えることによってですね、混乱させることだけは、

これは、避けなければならないというふうに思っております。今程、教育長にご質

問をされたことも私は、その一つだろうと思っております。と言いますのは、もと

もと、中高一貫教育というのは、中学３年と高校３年の６年間を通じてのそれこそ

一貫教育だということが眼目だと思います。しかし、そうなりますと、本来ならば、

中学１年生の段階から中高一貫クラスにいるのが本来です。しかしながら、そうな

りますと今程、問題になっておりましたように将来の進路決定をですね、小学校６

年生でやらなければならない、この辺が非常に難しいだろうということもあって、

あわら市としては、クラス編成は３年生からというふうにやったわけです。これは、

中高一貫教育の持っている、やや懸念される点をなるべく解消しようという思惑が

あったんだろうというふうに思っております。従って、これ物の考え方ですけども、

子供に進路決定をされることは、早い方が良いという考え方もあれば、逆にあまり

早いとこれは、ちょっと、子供にとっては、負担が多かろうという、両方の考え方

は、あろうかと思います。その辺を学校とですね、中学校、高校とそれぞれ、調整

しながら、検討しているというのが今の教育委員会の現状だろうというふうに思っ

ております。 
（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ２番、笹原幸信君。 
○２番（笹原幸信君） 積極的なご回答ありがとうございました。それとですね、現在、
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芦原、金津、大体、２０、２５人前後ですね、トータル４５人ですけども、もし、

希望者が増えた場合は、どう対処されますか。お答えいただきたいと思います。 
（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 教育長、寺井靖高君。 
○教育長（寺井靖高君） 議員、お尋ねのですね、この志望生徒が増えてきた場合は、

どうするんだ、ということでございますが、中高一貫クラスの定員につきましては、 
県立高校である金津高校と中高一貫入学者選抜要綱との関係がございますので、あ

わら市独自では困難な面がございます。ですが、あわら市の教育委員会といたしま

しては、これまで取り組んできた高校の学習内容の先取りをした中高のスムーズな

接続等、中高一貫教育が生徒、保護者に受け入れられ、生徒の希望に添うことがで

きるよう県との連携を深め、あわら地域の中高一貫教育がより充実するように取り

組んでまいりたいと思っております。これは、連携でお願いしていく立場になるか

と思いますので、今後、努力したいというふうに思っております。 
（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ２番、笹原幸信君。 

○２番（笹原幸信君） はい、分かりました。それとですね、金津高校に在学している

子供さんの内、３割から４割が市内の子供で残り６割強が市外の子供さん達ですね、

ですから、金津高校のレベルを上げるためには、市外の子供達のレベルも上げてい

かなければならないんではないかと、このことが、ひいては、金津高校の存続を不

動のものにする。最たるとまでは行きませんが、ある程度の条件ではなかろうかな

と、芦原、金津中学校の子供達は、金津高校へ行きたいんであれば、連携クラスへ

入って、そのメリットを受けられるが、市外の子供達、私の子供も金津高校を出ま

して、森田地区から福井地区、福井、春江、坂井、交通の便が大変いいもんですか

ら市外の子供達も沢山、金津高校に在籍をしてますんで、その子らのレベルアップ

をしていかいけないじゃないかなという、学校へ入るまでにですね、ですから、私

としては、市長、先程、言われましたように６年生でするのは、一貫をするという

んですか、県立金津中学校を構想ですね、それについては、なかなか、難しいなと

そういうふうなニュアンスでおっしゃられたと思うんですけど、先程も申しました

ように、確かに今、入ったところですから、後、３年後にある程度の結果は、出る

と思うんですが、ある程度の準備といいますかね、そういう点は、考えはされてい

るんでしょうか。それと、連携は、併設型は、今の時点では、考えていないという

ことですね。ちょっと、お答え願います。 
（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長（橋本達也君） 

○市長（橋本達也君） 先程、中学３年と高校３年の６年間通じて一貫教育というふう

に申し上げましたけれども、これは、併設型だから云々という意味では、決してあ

りません。中高一貫教育は、本来、そういう形です。たまたま、１クラスだけを作

ってるというのが福井県型ですし、その中でも３年生だけでクラス編成をするとい



 

 67 

うのは、これは、あわら型です。これは、全国的に見れば、極めて珍しいパターン

だろうと思います。本来は、中学１年から高校３年までの６年間を一貫してやるの

が一貫教育の本来の姿だという意味でありまして、決してこれは、連携型だとか、

併設型だとか、というパターンの違いによることではありませんので、それは、先

ず、ご理解いただきたいなというふうに思います。併設型のことにつきましては、

先程も答弁いたしましたけれども実際のところですね、県としても併設型の導入と

いうことは、事実上、どうも今のところは考えておられないようです。従いまして、

この件につきましては、あわら市としてもこれ以上押し進めるつもりは、今、持っ

ておりません。先程も、ちょっと、申し上げましたけれども、一旦、導入した制度

はですね、やはり、ある程度、年月を経ってから変えるんであれば変えるというふ

うにしていかないと、わりと短い時間で制度そのものを変えていくということは、

子供達に非常に私は、悪い影響を及ぼすと思います。これは、是非、避けなければ

ならないという思いもありますので、そういうことも含んでひとつ、考えておりま

す。 
（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ２番、笹原幸信君。 

○２番（笹原幸信君） 中高一貫、質問は、以上で終わります。 
次に市の木、花、鳥の制定についてということで質問をいたします。市ホームペ

ージを見ますと市の花、木、鳥の項目をクリックしますと現在の所、未定です、と

表示され女性像がお詫びのお辞儀をしている動画が出てまいります。今まで、中学

校問題でいろいろそちらの方へ目が向いてましたんで、なかなか、質問する余裕も

ございませんでしたんですけれども、延び延びになっておりましたが、今回質問を

しようと前々から思ってたんですが、質問しようと思ったところですね、総務委員

会資料に来る合併５周年を目途に制定を目指すと、そういうふうに明記されており

ました。 
制定が若干遅かったかなとの思いがありますが、その一方、先程の私が言ったよう

に心のゆとりが皆さん、出てきたのかなと、そういうような思いも持っております。

坂井市は、平成１８年３月に合併をしまして市民憲章等委員会が平成１８年１０月か

ら市民から募集した市民憲章と花、木、鳥、の意見を元に平成１９年２月２８日に市

長に答申をされ、ユリ、サクラ、カモメが決定されたとのことであります。 
また、福井県は、スイセン、マツ、ツグミが県の指定になっておりまして、魚でカ 
ニとなってるんですが、カニとそういうふうに明記されおります。鯖江市は、ツツジ、 
サクラ、オシドリとなっております。総務常任委員会の資料を見ますと当市では総合 
振興計画の策定作業で検討を行なってきたが意見が集約するには至らなかったとのこ 
とですがなぜなのか、今後の制定の参考のためにお伺いしたいと思います。 
また、制定が合併してもう５年目に入るわけですが、遅れたのにはなにか理由があ 
るのでしょうか。また、制定のプロセスは、どういうふうに予定をされているのか。と 
いうことをお伺いしたいと思います。何はともあれ、制定しようという動きが出てき 




